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〈
研
究
論
文
〉 

 
為
顕
流
の
古
今
集
古
注
釈
お
よ
び
秘
伝
に
お
け
る 

赤
人
上
総
国
山
辺
郡
出
身
説
に
関
す
る
考
察 

―

そ
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て―

 
 

岡
 
田
 
美
也
子
 
  

  【
要
旨
】 

古
今
集
の
古
注
釈
や
秘
伝
の
う
ち
為
顕
流
の
書
と
さ
れ
る
も
の
に
、
赤
人
を

上
総
国
山
辺
郡
（
現
在
の
東
金
市
を
含
む
一
帯
）
の
出
身
と
す
る
説
が
記
さ
れ

て
お
り
、
内
容
か
ら
二
つ
に
大
別
で
き
る
。
一
つ
は
、『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
』

と
そ
の
諸
本
で
、
赤
人
を
大
和
国
山
辺
郡
で
は
な
く
、
上
総
国
山
辺
郡
の
出
身

と
す
る
。
も
う
一
つ
は
、
秘
伝
書
に
載
る
自
性
論
で
、
柿
本
人
麻
呂
が
大
臣
の

娘
を
犯
し
た
罪
に
よ
っ
て
上
総
国
山
辺
郡
に
配
流
さ
れ
た
が
、
『
万
葉
集
』
編

者
任
命
に
際
し
て
山
辺
赤
人
と
改
名
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
説
を
精

査
す
る
と
、赤
人
上
総
国
出
身
説
の
生
成
時
期
は
弘
安
期
か
そ
れ
を
大
き
く
遡

ら
な
い
、
ま
た
、
自
性
論
は
後
発
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
赤
人
塚
の
あ
る
東
金

市
周
辺
に
は
、
北
条
長
時
や
久
時
に
よ
る
築
城
や
寺
院
建
立
の
伝
が
残
さ
れ
て

い
る
。
併
せ
る
と
、
弘
安
期
に
関
東
に
在
住
し
た
為
顕
、
歌
人
で
も
あ
っ
た
長

時
・
久
時
の
周
辺
か
ら
、
赤
人
上
総
国
山
辺
郡
出
身
説
が
生
じ
た
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
。 

 

キ
ー
ワ
ー
ド 

人
丸
赤
人
伝
説 

上
総
国
山
辺
郡 

古
今
集
古
注
釈 

為
顕
流 

北
条
久
時 

  一
．
は
じ
め
に 

 

東
金
市
に
は
、
不
思
議
な
こ
と
に
時
代
の
異
な
る
三
人
の
歌
人
に
関
す
る
伝

承
が
存
在
す
る
。
田
中
に
は
万
葉
歌
人
山
辺
赤
人
の
塚
が
あ
り
、
近
く
の
法
光

寺
に
赤
人
の
像
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
小
野
に
あ
る
小
町
塚
、
山
田
に
あ

る
貴
船
神
社
の
墨
染
の
桜
に
ま
つ
わ
る
西
行
伝
説
で
あ
る
。
こ
の
三
者
が
こ
れ

ほ
ど
近
接
し
た
一
地
域
に
お
い
て
語
ら
れ
る
の
は
珍
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
い
か
な
る
背
景
が
あ
っ
て
外
房
の
こ
の
地
に
こ
れ
ら
の
伝
承
が
根
付
い
た

の
か
、
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。 

こ
の
三
人
の
う
ち
、
山
辺
赤
人
に
つ
い
て
は
、
古
今
集
古
注
釈
の
一
つ
で
あ

る
『
栄
雅
抄
』
に
赤
人
上
総
出
身
説
と
廟
の
存
在
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
房
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総
の
地
誌
類
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、若
干
の
先
行
研
究
が

み
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
赤
人
上
総
国
山
辺
郡
出
身
説
を
と
る
為
顕
流
の
書
の

う
ち
、
比
較
的
早
い
と
思
わ
れ
る
も
の
を
精
査
し
、
そ
の
生
成
の
時
代
を
推
定

し
た
う
え
で
、
上
総
国
山
辺
郡
と
の
関
連
か
ら
説
話
生
成
の
背
景
を
考
察
す
る
。 

  二
．
先
行
研
究 

 

東
金
に
お
け
る
赤
人
伝
承
を
検
証
し
た
先
行
研
究
に
は
ま
ず
、
古
代
史
・
房

総
史
の
謎
の
一
つ
と
し
て
、
赤
人
が
上
総
国
山
辺
郡
に
い
た
こ
と
や
田
中
に
残

さ
れ
て
い
る
赤
人
の
墓
を
事
実
と
す
る
立
場
か
ら
の
研
究
が
あ
る
。
ま
と
ま
っ

た
も
の
と
し
て
は
、
江
畑
耕
作
『
房
総
の
歌
人 
山
辺
赤
人
』

1
と
こ
れ
を
増

補
し
た
『
考
証
壬
申
の
乱
と
山
部
赤
人
』

2 

が
あ
る
。
氏
は
、
大
友
皇
子
を

祀
っ
た
白
山
神
社
（
木
更
津
小
櫃
）
も
絡
め
て
、
壬
申
の
乱
に
お
い
て
房
総
に

敗
走
し
た
大
友
皇
子
を
追
討
し
た
軍
の
中
に
赤
人
の
父
親
安
麻
呂
が
い
て
、赤

人
は
父
に
同
行
し
て
上
総
に
や
っ
て
き
て
居
着
い
た
、
と
考
察
し
て
い
る
。 

も
う
一
つ
、
西
山
太
郎
「
山
辺
赤
人
と
上
総
国
山
辺
郡
」

3 

は
、
赤
人
上

総
出
身
説
を
和
歌
史
の
中
で
検
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
西
山
氏
は
、
梅
原
猛
氏

や
阿
部
瑞
枝
氏
の
論
考
を
も
と
に
し
つ
つ
、『
人
丸
秘
密
抄
』
『
詞
林
采
葉
集
』

『
毘
沙
門
堂
古
今
集
註
』
な
ど
の
古
注
釈
類
と
、
房
総
の
地
誌
の
記
事
を
引
用

し
て
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
詞
林
采
葉
集
』
は
、
人
丸
が
持
統

天
皇
の
代
に
四
国
へ
流
さ
れ
、
文
武
天
皇
の
代
に
東
海
の
畔
（
「
上
総
山
辺
」

と
傍
書
）
に
左
遷
さ
れ
た
と
い
う
。
一
方
、『
毘
沙
門
堂
古
今
集
註
』
に
は
、

人
丸
は
天
武
天
皇
時
に
石
見
国
戸
田
に
化
生
し
、赤
人
は
聖
武
天
皇
の
時
に
上

総
国
か
ら
出
た
、
や
は
り
化
人
で
あ
る
と
す
る
説
が
あ
る
。
そ
し
て
、『
人
丸

秘
密
抄
』
に
は
、
人
丸
が
文
武
天
皇
皇
后
勝
八
尾
大
臣
の
娘
を
犯
し
、
上
総
国

山
辺
郡
に
配
流
さ
れ
た
が
、
万
葉
集
編
纂
に
あ
た
っ
て
判
者
と
す
べ
く
、
「
宰

相
三
位
上
山
辺
赤
人
」
と
姓
名
を
変
え
て
召
し
返
し
た
、
と
書
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
関
連
に
つ
い
て
、
『
詞
林
采
葉
集
』
『
毘
沙
門
堂
古
今
集
註
』
、
あ
る

い
は
そ
れ
ら
と
同
主
旨
の
も
の
を
総
括
し
た
の
が
『
人
丸
秘
密
抄
』
で
あ
る
と

し
て
い
る

4
。 

さ
ら
に
、
『
古
今
栄
雅
抄
』
に
赤
人
上
総
出
身
説
や
廟
の
存
在
が
言
及
さ
れ

て
い
る
、
と
『
房
総
志
料
』（
宝
暦
十
一
年
〈
一
七
六
一
〉）
が
指
摘
し
て
い
る

こ
と
に
着
目
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
地
誌
類
の
記
述
を
総
合
し
つ
つ
、
山
辺

郡
田
中
村
の
塚
よ
り
木
像
が
発
見
さ
れ
た
時
期
と
、『
人
丸
秘
密
抄
』
が
著
さ

れ
た
時
期
が
同
じ
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
～
一
六
七
二
）
で
あ
る
こ
と
に
着
目

し
た
。
結
論
と
し
て
は
「
赤
人
を
山
辺
郡
と
積
極
的
に
導
（
原
文
マ
マ
）
び
つ

け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
山
辺
郡
に
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
な

伝
承
が
生
じ
う
る
風
土
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
再
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
特
に
、
寛
文
年
間
の
上
総
国
山
辺
郡
に
大
き
な
流
れ
、
文
化
の
発
展
を
直

観
し
え
た
こ
と
は
大
き
な
収
穫
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。 

し
か
し
、
地
誌
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
古
今
栄
雅
抄
』（「
飛
鳥
井
家
古
今
抄
」

と
も
）

5 

と
い
っ
た
書
物
の
成
立
は
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
と
見
ら
れ
て

お
り

6
、
そ
し
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
赤
人
上
総
出
身
説
は
、
さ
ら
に
古
い

書
物
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。こ
の
説
と
上
総
国
山
辺
郡
の
地
と
の
関
連
は

よ
り
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。 

で
は
、
古
今
集
古
注
釈
書
研
究
に
お
い
て
赤
人
上
総
出
身
説
が
ど
の
よ
う
に
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扱
わ
れ
て
き
た
か
と
い
う
と
、
注
釈
書
や
秘
伝
書
の
分
類
系
統
の
整
理
に
お
い

て
記
事
の
出
入
り
等
が
指
摘
さ
れ
る
に
止
ま
り
、そ
の
派
生
や
異
同
に
つ
い
て

論
じ
た
も
の
は
ま
だ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
『
金
玉
双
義
』
に
み
ら

れ
る
「
自
性
論
灌
頂
」
を
め
ぐ
っ
て
、
三
輪
正
胤
氏
が
、
赤
人
が
上
総
国
出
身

と
さ
れ
た
理
由
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 「
自
性
論
潅
頂
」
は
、
更
に
、
人
丸
と
赤
人
は
一
人
二
名
で
あ
る
と
も
述

べ
て
い
る
。
人
丸
は
文
武
天
皇
の
時
、
事
あ
り
て
上
総
国
山
辺
郡
に
配
流
さ

れ
、
聖
武
朝
に
召
し
返
さ
れ
て
山
辺
赤
人
と
姓
名
を
改
め
た
と
言
う
。
こ
の

事
は
、
そ
の
昔
、
唐
の
白
楽
天
が
、
配
流
の
後
、
大
原
白
居
易
と
改
め
て
召

し
返
さ
れ
た
故
事
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
故
事
に

よ
る
ば
か
り
で
な
く
、
人
丸
の
流
罪
地
と
さ
れ
る
上
総
国
は
特
別
な
意
味
を

持
っ
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
罪
を
得
て
遠
流
と
な
る
地
は
東

国
に
あ
っ
て
は
常
陸
国
と
『
延
喜
式
』
で
は
決
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
「
自

性
論
潅
頂
」
で
は
、
殊
更
に
、
上
総
国
と
し
て
そ
れ
を
「
東
州
」
と
表
記
し

て
い
る
。
そ
こ
に
は
東
で
あ
る
こ
と
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。
東
は
人
丸

が
赤
人
と
な
っ
て
復
活
す
る
の
に
必
要
な
方
向
で
あ
っ
た
。
人
丸
は
東
に
流

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
赤
人
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
復
活
す
る
こ
と
が
出
来
る

の
で
あ
る
。
為
顕
流
に
お
い
て
は
、
『
玉
伝
深
秘
巻
』
の
「
赤
人
縁
起
」
に

お
い
て
、
上
総
国
は
赤
人
の
化
生
し
た
地
で
あ
る
と
言
う
の
も
同
じ
考
え
に

基
づ
い
て
い
る
。
人
丸
と
赤
人
と
の
交
代
劇
に
相
応
し
く
選
ば
れ
た
地
が
東

の
上
総
国
な
の
で
あ
る

7
。 

 

同
じ
く
為
顕
流
の
書
、『
石
見
女
式
』、『
玉
伝
深
秘
巻
』、
能
基
『
古
今
和
歌

集
序
聞
書
』
等
に
、
陰
陽
五
行
説
に
よ
る
、
春
は
東
の
方
、
木
性
に
当
た
り
、

万
物
の
始
ま
り
を
示
す
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
三
輪
氏
は
、
上

総
出
身
説
が
配
流
復
活
の
地
と
し
て
選
ば
れ
た
、
と
考
え
て
い
る
。 

確
か
に
上
総
は
『
延
喜
式
』に
定
め
ら
れ
た
配
流
地
で
は
な
い
が
、歴
史
上
、

複
数
の
実
例
が
あ
る

8
。
逆
に
東
州
に
相
当
す
る
地
理
的
範
囲
は
広
い
。
赤
人

と
上
総
を
結
び
付
け
て
い
る
の
は
、
そ
の
姓
と
同
じ
山
辺
と
い
う
地
名
な
の
で

あ
り
、
人
丸
配
流
改
名
の
地
と
い
う
の
は
後
付
け
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

こ
こ
で
、
赤
人
上
総
出
身
説
を
と
る
為
顕
流
の
書
に
関
し
て
、
先
行
研
究
を

参
照
し
て
お
く
。 

藤
原
為
家
の
息
男
で
あ
る
為
顕
と
そ
の
周
辺
で
、
古
今
集
に
関
す
る
秘
説
が

生
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
。
三
輪
氏
は
、
為
家
が
為

顕
に
伝
え
た
家
の
教
え
を
記
し
た
と
さ
れ
る
書
『
竹
園
抄
』
を
端
に
、
関
連
す

る
為
顕
流
の
書
の
成
立
に
つ
い
て
総
括
的
に
論
じ
た
。
そ
の
な
か
で
、『
玉
伝

深
秘
巻
』
と
そ
の
異
本
と
さ
れ
る
『
金
玉
双
義
』、
能
基
『
古
今
和
歌
集
序
聞

書
』
の
相
承
血
脈
や
奥
書
を
も
と
に
為
顕
か
ら
の
伝
授
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
。
引
用
後
に
依
拠
資
料
を
並
記
す
る
。 

 

為
顕
は
弘
安
元
年
十
二
月
に
『
古
今
和
歌
集
』
の
序
と
歌
に
関
す
る
講
釈

を
終
え
て
、
能
基
へ
の
伝
授
を
完
了
し
た
。
能
基
は
こ
の
講
釈
に
基
づ
い
て

弘
安
九
年
十
二
月
十
八
日
に
序
に
関
す
る
講
義
を
終
り
、
続
い
て
弘
安
十
年

七
月
十
二
日
に
第
一
巻
か
ら
第
二
十
巻
ま
で
の
講
釈
を
終
り
、
僧
快
承
へ
の

伝
授
完
了
の
儀
式
を
行
な
っ
た
の
が
十
三
日
後
の
弘
安
十
年
七
月
二
十
五
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日
で
あ
っ
た

9
。 

 
弘
安
元
年
十
二
月
十
一
日 

『
金
玉
双
義
』
為
顕
か
ら
能
基
へ
の
伝
授
（
『
玉

伝
深
秘
巻
』
は
神
垂
へ
） 

弘
安
九
年
十
二
月
十
八
日 

『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
』
東
大
図
書
館
本 

奥

書 

能
基
書
写 

弘
安
十
年
七
月
十
二
日 

 
『
初
雁
文
庫
本
古
今
集
歌
注
』

10 

弘
安
十
年
七
月
二
十
五
日 
『
金
玉
双
義
』 

能
基
か
ら
快
承
へ
の
伝
授 

 

三
輪
氏
は
ま
た
、
こ
れ
ら
に
先
立
つ
関
係
書
物
と
し
て
、
氏
所
有
の
『
柿
本

人
麿
之
事
』
を
挙
げ
て
い
る

11
。
同
書
に
は
、
文
永
七
年
（
一
二
七
〇
）
四
月

上
旬
、為
顕
入
道
明
覚
書
写
と
し
た
奥
書
が
あ
る
が
、
弘
安
元
年（
一
二
七
八
）

百
首
詠
進
の
際
に
為
顕
が
明
覚
を
名
乗
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
氏
は
こ
れ
を
事

実
と
認
め
、「
能
基
『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
』
の
原
形
と
い
っ
て
良
い
も
の
が
、
文

永
七
年
（
一
二
七
〇
）
に
は
出
来
上
が
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
『
玉
伝

深
秘
巻
』
中
の
一
部
の
秘
密
も
出
来
上
が
っ
て
い
た
こ
と
に
も
成
っ
て
く
る
」

12

と
し
て
い
る
。
井
上
宗
雄
氏
も
こ
れ
を
追
認
し
て
い
る

13
。 

と
こ
ろ
で
、
赤
人
と
上
総
国
と
の
関
係
は
、
山
辺
郡
に
配
流
さ
れ
た
人
丸
が

赤
人
と
改
名
し
て
上
京
し
た
と
す
る
説
と
人
丸
配
流
譚
を
語
ら
ず
、
人
丸
伝
と

は
別
に
赤
人
が
山
辺
郡
の
出
で
あ
る
と
述
べ
る
説
に
分
け
ら
れ
る
。
三
輪
氏
が

取
り
上
げ
た
順
に
為
顕
流
の
書
を
分
類
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
（
異
本
に

お
い
て
外
題
や
内
題
が
異
な
る
書
も
多
い
が
、
こ
こ
で
は
代
表
的
な
名
称
で
示

す
）
。 

一
、
人
丸
赤
人
改
名
説 

人
丸
上
総
配
流
説
の
後
段 

『
柿
本
人
磨
之
事
』『
金
玉
双
義
』『
古
今
和
歌
集
灌
頂
口
伝
』
、
伊
藤
正

義
蔵
本
『
古
今
集
秘
伝 

阿
古
根
浦
口
伝
』
な
ど
一
部 

二
、
非
同
一
人
物
説 

『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
』
『
和
歌
灌
頂
次
第
秘
密
抄
』
第
二
類 

三
、
そ
の
他 

『
玉
伝
深
秘
巻
』 

こ
の
う
ち
『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
』
の
一
部
や
『
金
玉
双
義
』
に
記
さ
れ
た

伝
授
者
に
能
基
の
名
が
見
え
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
赤
人
上
総
出
身
説
は
、
三

輪
氏
が
分
類
し
た
三
つ
の
流
派
、
為
顕―

能
基
系
、
為
顕―

神
垂
系
、
為
顕―

伊
長
系
の
う
ち
、
為
顕―

能
基
系
に
属
す
る
説
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
為
顕

―

神
垂
系
の
『
玉
伝
深
秘
巻
』
所
載
の
赤
人
縁
起
は
特
異
な
も
の
で
あ
る
。 

三
輪
氏
に
従
え
ば
、
こ
の
な
か
で
最
も
早
い
と
さ
れ
る
の
が
『
柿
本
人
磨
之

事
』
収
載
の
一
で
、
文
永
年
間
に
存
在
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

な
お
、
未
発
見
の
資
料
も
多
く
存
在
し
、
解
明
さ
れ
て
い
な
い
部
分
が
あ
ま

た
あ
る
も
の
の
、
近
年
、
古
今
集
の
古
注
釈
や
伝
授
に
関
す
る
研
究
は
め
ざ
ま

し
く
進
ん
で
い
る
。
片
桐
洋
一
氏
『
中
世
古
今
集
注
釈
書
解
題
一
～
六
』

14
を

は
じ
め
と
し
て
、
三
輪
氏
『
歌
学
秘
伝
の
研
究
』

15
、
同
『
歌
学
秘
伝
史
の
研

究
』

16
、
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
『
中
世
古
今
和
歌
集
注
釈

の
世
界 

毘
沙
門
堂
本
古
今
集
注
を
ひ
も
と
く
』

17 

な
ど
が
ま
と
ま
っ
た
も

の
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
慶
應
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫

編
『
古
今
集
注
釈
書
伝
本
書
目 

斯
道
文
庫
書
誌
叢
刊
之
七
』

18 

に
お
い
て

諸
本
の
整
理
が
な
さ
れ
、
こ
れ
ら
と
並
行
し
て
、
諸
書
の
成
立
・
書
写
・
伝
授
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に
関
す
る
年
表
が
作
成
さ
れ
て
い
る

19
。
影
印
や
翻
刻
も
順
次
出
版
さ
れ
て
い

る
が
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
新
日
本
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
以
下
、
新
古

典
籍
Ｄ
Ｂ
と
す
る
）
及
び
日
本
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
お
い
て
も
画
像
が
公

開
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
本
論
は
こ
れ
ら
を
多
く
参
照
し
て
い
る
。 

 
 三

．
為
顕
流
古
今
集
古
注
釈
の
な
か
の
赤
人
上
総
説 

 三
．
一
．
人
丸
赤
人
改
名
説 

改
め
て
述
べ
る
と
、
山
辺
赤
人
と
上
総
国
山
辺
郡
を
結
び
つ
け
る
注
釈
は
主

に
、
『
古
今
集
』
仮
名
序
の
次
の
部
分
に
関
係
し
て
い
る
。 

 

い
に
し
へ
よ
り
か
く
伝
は
る
う
ち
に
も
奈
良
の
御
時
よ
り
ぞ
広
ま
り
に
け

る
。
か
の
御
代
や
歌
の
心
を
知
ろ
し
め
し
た
り
け
む
。
か
の
御
時
に 

正
三

位
柿
本
人
麿
な
む
歌
の
聖
な
り
け
る
。
こ
れ
は
君
も
人
も
身
を
あ
は
せ
た
り

と
い
ふ
な
る
べ
し
。…

…

ま
た
山
の
辺
赤
人
と
い
ふ
人
あ
り
け
り
。
歌
に
あ

や
し
く
妙
な
り
け
り
。
人
麿
は
赤
人
が
上
に
立
た
む
こ
と
か
た
く
。
赤
人
は

人
麿
が
下
に
立
た
む
こ
と
か
た
く
な
む
あ
り
け
る
。 

 
 仮

名
序
で
は
、
柿
本
人
麻
呂
と
赤
人
の
優
劣
に
触
れ
、
後
者
の
優
位
を
述
べ

て
い
る
。
一
方
で
、
周
知
の
と
お
り
人
丸
は
歌
聖
と
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
古
今

集
に
赤
人
が
入
集
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、こ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
論
議
が
あ

り
、
同
一
人
物
説
な
ど
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
人
丸
と
赤
人
を
同
一
人
物

と
み
る
説
は
、
複
数
の
資
料
に
み
ら
れ
る
。
定
家
仮
託
の
偽
書
『
三
五
記
』
に

は
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

 

又
山
辺
赤
人
の
事
も
さ
ま

ぐ
に
申
し
た
め
り
。
そ
れ
を
も
別
に
赤
人
と

て
侍
ら
ず
。
人
麿
の
異
名
な
り
け
り
な
ど
申
す
。
家
々
説
々
侍
る
や
ら
む
。

当
家
に
は
勿
論
、
人
麿
、
赤
人
は
各
別
の
人
と
習
ひ
伝
へ
て
侍
り
（
『
三
五

記
鷺
末
』
）

20 

 

同
書
は
「
文
永
六
年
二
月
七
日
彼
自
筆
本
相
伝
畢 

藤
原
為
氏 

在
判
」
と

の
奥
書
を
持
つ
ほ
ん
が
あ
り
、
「
阿
仏
尼
と
為
氏
の
論
争
の
後
に
出
来
た
も
の

で
あ
ら
う
か
」

21 

と
も
み
ら
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
正
平
年
間
（
一
三
四

六
～
一
三
七
〇
）
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。 

為
顕
流
の
書
の
中
に
も
、
赤
人
を
人
丸
の
化
身
と
す
る
説
、
人
丸
配
流
赤
人

改
名
説
と
い
っ
た
異
説
が
あ
る
。前
者
と
し
て
例
え
ば
、『
和
歌
古
今
灌
頂
巻
』

は
、
「
明
仁
出
現
の
事
」
に
お
い
て
赤
人
を
「
翁
日
戸
丸
」
の
化
身
、
両
人
の

本
地
を
阿
弥
陀
と
い
い
、
同
一
人
物
説
を
と
っ
て
い
る

22
。
同
書
は
、
『
三
五

記
』
、『
玉
伝
深
秘
巻
』
、
能
基
『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
』
と
も
相
互
交
流
が
あ

る
と
さ
れ
る
が
、こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
全
く
の
異
説
を
と
っ
て
い
る
。
一
方
、

後
者
と
し
て
、
『
柿
本
人
磨
之
事
』
や
『
金
玉
双
義
』
等
に
引
用
さ
れ
た
自
性

論
が
あ
る
が
、
改
名
の
場
と
し
て
上
総
国
山
辺
郡
が
持
ち
だ
さ
れ
て
い
る
。 

 ①
『
柿
本
人
麿
之
事
』 

同
書
は
、
大
き
く
三
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
目
は
、
「
柿
本
人
麻

呂
之
事
」
と
題
す
る
部
分
で
、
顕
昭
『
古
今
序
注
』
を
基
に
、
新
た
に
注
を
加
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え
た
も
の
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、「
柿
本
人
麻
呂
之
大
事 

歌
道
ノ
正
受
」
と

題
す
る
部
分
で
、
人
丸
と
赤
人
の
伝
記
の
所
説
を
ま
と
め
て
い
る
。
最
後
が
書

写
者
の
補
論
と
奥
書
で
あ
る
。
二
つ
目
の
末
尾
に
次
の
よ
う
な
本
奥
書
が
記
さ

れ
て
い
る
。 

 

写
本
之
奥
書
ニ
云 

右
之
大
事
、
当
家
深
秘
之
口
決
、
不
及
于
他
家
秘
伝
也
。
依
二

宿
習
最
深
一

、

得
二

聞
〔
ス
ル
〕
此
奥
儀
〔
ヲ
〕
一

而
已
。
莫
レ

令
レ

軽
レ

之

〔
レ 

ル
コ
ト 

ク 

ヲ
〕

。 

 
 

 

于
時
文
永
第
七
暦
仲
呂
上
旬 

為
顕
入
道 

明
覚 

在
判 

 

先
述
の
と
お
り
こ
れ
を
信
ず
れ
ば
、
赤
人
と
上
総
国
を
結
び
付
け
た
記
述
の

あ
る
書
物
の
う
ち
、
現
時
点
で
は
最
古
と
な
り
、
ま
た
引
用
さ
れ
た
「
自
性
論

灌
頂
巻
」
の
成
立
は
さ
ら
に
遡
る
こ
と
と
な
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
は
慎
重
で
あ
り
た
い
。
内
容
を
吟
味
す
る
。 

赤
人
の
出
身
と
姓
に
関
す
る
記
事
は
、
先
に
示
し
た
三
つ
の
部
分
に
そ
れ
ぞ

れ
含
ま
れ
て
い
て
、
人
丸
上
総
配
流
と
赤
人
改
名
説
は
、
最
初
の
「
柿
本
人
麻

呂
之
事
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
同
書
は
、
自
性
論
（
灌
頂
巻
）
を
分
割
し
て

引
用
し
て
お
り
、
ま
ず
冒
頭
に
、
人
丸
が
柿
木
の
下
に
化
生
し
た
と
す
る
説
を

引
き
、
こ
の
説
の
考
証
、
四
人
人
丸
説
を
含
む
そ
の
他
の
話
題
の
あ
と
、
顕
昭

「
古
今
序
注
」

23 

を
踏
ま
え
た
記
述
に
付
し
て
赤
人
伝
を
引
用
し
て
い
る
。 

 

自
性
論
灌
頂
巻
ニ
、
人
麻
呂
者
、
天
武
天
皇
ノ

御
宇
、
三
年
八
月
三
日
、

石
見
国
都
田
郡
山
野
ト
云
里
ノ
民
家
ノ
後
薗
、
柿
木
ノ
下
ニ
出
現
セ
シ
化
人

也
。
其
歳
廿
余
バ
カ
リ
、
家
主
尋
問
、
答
云
、
我
ニ
父
母
ナ
シ
、
兄
弟
ナ
シ
、

来
ル
所
モ
ナ
シ
。
知
芸
モ
ナ
シ
、
唯
和
歌
ノ
道
ノ
ミ
知
ル
ニ
タ
エ
タ
リ
ト
。
家

主
ス
ナ
ハ
チ
、
丹
後
ノ
国
司
、
秦
ノ
冬
道
ニ
申
ス
。
冬
道
、
清
見
原
天
皇
ニ 

奏
ス

。
帝
悦
思
食
テ
、
召
上
テ
哥
道
ノ
御
師
範
ト
ス
。
是
哥
ヲ
詠
ス
ル
コ
ト
、

流
水
ノ
速
ナ
ル
カ
如
ク
、
風
花
ニ
ツ
ケ
テ
自
在
也
。
時
ニ
任

シ 二

、
石
見
ノ

権

守
ニ 一

、
始
テ

賜
テ レ

姓
ヲ

、
号

ス 二

柿
本
人
丸

ト 一

。
次
ノ

年
三
月
一
日
、
補
二

任
播
磨

守
ニ 一

、
持
統
天
皇
ハ

サ
マ
デ
哥
道
、
賞
シ
タ
マ
ハ
ズ
。
文
武
天
皇
別
而
、
御

賞
翫
シ
タ
マ
ヒ
、
其
道
優
美
也
ト
テ
、
則
御
侍
読
ト
シ
テ
、
大
夫
号
ヲ

授
ケ
、

出
頭
甚
キ
ニ
ヨ
リ
、
以
下
四
位
ヲ

不
レ

経
而
、
正
三
位
ニ
加
階
ス
ト
云
々
。

或
ハ
云
、
仕

へ 二

聖
武
帝

ニ 一

、
孝
謙
天
皇
ニ

賞
セ
ラ
レ
テ
、
正
二
位
内
大
臣
ト

贈
官
セ
シ
ム
ト
。
亦
、
平
城
天
皇
ノ
大
同
二
年
八
月
十
一
日
贈
官
ト
モ
イ
ヘ

リ
。 

 

（
中
略
） 

 

又
山
の
べ
の
赤
人
と
い
ふ
人
あ
り
け
り
。
う
た
に
あ
や
し
く
た
へ
な
り
け

り
。
人
丸
ハ
あ
か
人
か
、
か
み
に
た
ゝ
ん
こ
と
か
た
く
、赤
人
は
人
ま
ろ
か
、

し
も
に
た
ゝ
ん
こ
と
か
た
く
な
ん
あ
り
け
る
。 

姓
氏
録
ニ

山
辺
ノ

宿
祢
者
、
垂
仁
天
皇
ノ
蹤
孫
也
。
正
六
位
上
山
辺
ノ

宿
祢

大
老
人
ヲ

祖
ト
ス
ト
云
々
。
然
ル

則
ハ

山
辺
ノ
姓
ハ
、
赤
人
以
前
ヨ
リ
有
レ

之

歟
。 …

…
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人
丸
ハ
赤
人
が
か
ミ
に
た
ゝ
ん
こ
と
か
た
く
。 

此
段
ニ
理
義
ヲ
付
テ
勝
劣
ノ
沙
汰
ヲ
云
ハ
、不
用
之
。只
同
程

〔

シ

〕

ノ
歌
仙
ニ
テ
、

其
勝
劣
判
シ
難
シ
ト
ノ
文
筆
ノ
躰
、
此
二
人
等
同
也
ト
ノ
筆
ノ
匂
ト
見
ル
ヘ

シ
ト
ノ
師
説
也
。 

自
性
論
ニ
云
。
或
問
、
人
丸
者
赤
人
難

〔

カ

〕
ク レ

立
ン
コ
ト 

レ 

上
ニ 

赤
人
者
人
丸
難

〔

カ

〕

シ
ト

 

レ 

立

ン
コ
ト 

レ 

下
ニ

。
雖
レ

然
、
古
今
集
ノ

中
ニ
、
人
丸
歌
ハ
多
シ
。
何
ゾ
赤
人
ノ
歌
、

一
首
モ
不
レ

入
事
如
何
。
答
云
、
人
麻
呂
、
赤
人
者
、
一
躰
二
名
也
。
故
ニ

一
人
二
名
不
レ

可
レ

入
。
亦
問
、
一
人
二
名
ト
云
事
、
有

ル 二

何
ノ

本
証
一

哉
。

云
、
人
丸
有

テ レ

事
而
、
霊
亀
年
中
ニ

上
総
国
山
辺
郡
ニ

配
流
。

〔
ナ
リ
〕

聖
武
朝
ニ

召

返
時
、

〔
カ
ヘ
サ
ル
ヽ
〕

改
姓
名
、
山
辺
宿
祢
赤
人
ト
号
。
然
則
一
躰
二
名
也
。
此
例
異
国

本
朝
共
ニ
多
シ
。
貫
之
為
顕
此
深
義
、
二
名
ヲ

挙
而
、
入
一
人
。
自
余
ノ
集
ニ

入 

人

〔

ル

〕

丸
赤
人
ノ
事
、
以
前
後
各
入
故
也
。
是
秘
中
之
秘
、
千
金
莫
伝
ト

云
々

24
。 

 

同
書
は
、
柿
本
化
生
説
の
あ
と
に
「
今
案
、
右
之
説
、
雖
レ

為
二

師
伝
一

、
難
二

信
用
一

事
而
已
多
シ
」、
ま
た
人
丸
赤
人
同
一
人
物
説
の
あ
と
に
も
「
今
案…

…

人
丸
赤
人
之
次
第
ヲ
可
レ

見
ツ

者
也
。
但
、
位
階
ト
云
、
時
代
ト
云
、
人
丸
者
、

赤
人
ヨ
リ
モ
、
先
輩
ト
用
ル
事
ト
ミ
へ
タ
リ
」
と
自
性
論
（
灌
頂
巻
）
に
疑
義

を
呈
し
て
い
る
。
人
丸
の
異
名
を
「
自
性
論
ニ
四
人
」
と
し
つ
つ
十
一
挙
げ
て

い
る
の
も
、
同
様
に
自
性
論
に
対
す
る
考
証
的
態
度
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。 

こ
れ
を
文
永
七
年
成
立
と
す
る
と
、
為
顕
は
こ
の
あ
と
自
性
論
灌
頂
を
含
む

『
金
玉
双
義
』
を
能
基
に
伝
授
し
た
こ
と
に
な
る
が
、『
金
玉
双
義
』
に
は
自
性

論
に
対
す
る
疑
義
は
見
ら
れ
な
い
。
『
柿
本
人
磨
之
事
』
に
お
け
る
「
今
案
」

の
部
分
が
後
人
の
書
入
れ
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
「
柿
本

人
麻
呂
之
事
」
全
文
を
「
文
永
七
年
」
書
写
と
認
め
ら
れ
な
く
な
る
。 

ま
た
、
先
の
引
用
部
分
に
「
貫
之
為
顕
此
深
義
」
と
為
顕
自
身
の
名
が
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
不
審
な
点
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
と
前
後
は
、
次
に
み
る
『
金

玉
双
義
』
自
性
論
灌
頂
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
が
、
石
神
秀
晃
氏
に
よ
る
書
陵
部

蔵
本
の
翻
刻
で
は
「
貫
之
為

（
マ
マ
）
此
深
義
」
と
さ
れ
て
い
る

25
。
新
古

典
籍
Ｄ
Ｂ
の
画
像
で
も
、「
顕
」
で
な
い
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
文
型
と
し
て

も
「
為
」
の
次
の
字
は
動
詞
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
、
『
金
玉
双
義
』
外

題
に
「
貫
之
作
」
と
添
え
ら
れ
て
い
る

26 

こ
と
か
ら
、
「
柿
本
人
麻
呂
之
事
」

引
用
の
「
自
性
論
灌
頂
巻
」
は
『
金
玉
双
義
』
の
そ
れ
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ

う
か
。 

第
二
の
部
分
「
柿
本
人
麻
呂
之
大
事 

歌
道
ノ
正
受
」
で
は
、
山
辺
姓
に
つ

い
て
、
姓
は
「
大
内
山
」
の
ほ
と
り
（
辺
）、
名
の
赤
人
は
明
王
の
義
と
す
る

異
説
を
述
べ
て
い
る
。 

 姓
を
山
辺
と
云
ハ
、
内
裏
を
大
内
山
と
云
ヘ
ハ
、
辺
ハ
ホ
ト
リ
ノ
義
に
て
、

山
辺
ト
云
。
赤
ハ
明
と
同
シ
。
人
ハ
人
中
の
人
、
明
王
ノ
義
也
。 

或
曰
、
山
辺
と
姓
を
か
け
る
ハ
、
高
シ
と
い
ハ
ん
為
也
。
山
辺
ハ
高
き
も
の

な
れ
ハ
、
高
き
ほ
と
り
の
義
也
。
赤
人
は
明
王
の
義
也
。
其
の
故
ハ
、
位
高

ク
あ
き
ら
か
な
る
人
ハ
、
明
王
の
高
位
な
り

27
。 

 

上
総
国
山
辺
郡
に
言
及
し
て
お
ら
ず
、
続
く
部
分
で
は
人
丸
と
の
同
一
人
物

説
も
取
っ
て
い
な
い
。
第
一
の
部
分
と
第
二
の
部
分
を
別
伝
と
考
え
れ
ば
、「
文
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永
七
年
」
の
奥
書
は
第
二
の
部
分
「
柿
本
人
麻
呂
之
大
事 

歌
道
ノ
正
受
」
に

対
す
る
も
の
と
な
り
、
第
一
の
部
分
「
柿
本
人
麻
呂
之
事
」
の
成
立
は
不
明
と

な
る
。
す
な
わ
ち
、
自
性
論
灌
頂
巻
も
文
永
七
年
以
前
の
成
立
と
言
え
な
く
な

る
の
で
あ
る
。 

 ②
『
玉
伝
深
秘
巻
』
と
『
金
玉
双
義
』 

『
柿
本
人
麿
之
事
』
と
同
じ
く
「
自
性
論
灌
頂
」
の
語
が
見
ら
れ
る
も
の
に
、

『
金
玉
双
義
』
が
あ
る
。 

『
金
玉
双
義
』
及
び
異
本
関
係
に
あ
る
『
玉
伝
深
秘
巻
』
の
本
文
と
系
統
に

つ
い
て
は
、
石
神
秀
美
（
秀
晃
）
氏
の
研
究
が
詳
し
い
。
氏
は
「
玉
伝
深
秘
巻
」

の
十
二
本
の
異
本
・
略
本
の
系
統
を
整
理
さ
れ
た

28
。
そ
し
て
、
第
一
類
『
金

玉
双
義
』
と
第
二
類
『
玉
伝
深
秘
巻
』
の
差
異
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。 

項
目
の
並
び
の
差
異 

 
 

 
 

流
通
経
路
の
差
異 

 

独
自
の
項
目 

第
一
類 

「
金
玉
双
義
」
で
始
ま
る 
 

為
顕
か
ら
能
基 

 

詳
細
省
略 

第
二
類 

「
玉
伝
深
秘
巻
」
で
始
ま
る 

為
顕
か
ら
神
垂 

 
詳
細
省
略 

氏
が
抽
出
し
た
「
独
自
の
項
目
」
の
う
ち
、
第
二
類
に
あ
っ
て
第
一
類
に
な

い
六
つ
の
話
題
に
「
人
丸
出
所
縁
起
」「
赤
人
出
所
縁
起
」「
赤
人
の
縁
起
」
が

含
ま
れ
て
い
る
。
一
方
、
第
一
類
に
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
内
容
と
し
て
冒
頭

か
ら
二
つ
目
の
事
項
、
「
自
性
論 

灌
頂 

人
丸
赤
人
事
」
が
あ
る
。
長
文
だ

が
、
両
者
を
引
用
す
る
。 

 

○
第
一
類 

『
金
玉
双
義
』
貫
之
作 

自
性
論 

潅
頂 

人
丸
赤
人
事 

問
人
丸

 

ハ

者
赤
人

 

ノ

難
レ

立
レ

上

 

ニ

事
赤
人
者
人
丸

 

ノ

難
レ

立
レ

下

 

ニ

事
雖
然
古
今
之
中

 

ニ

人
丸
歌
多
レ

之
何
赤
人
之
哥
一
首
不

 

ン
レ

入
哉
答
人
丸
赤
人
者
一
体
二
名
也 

二
名

 

ハ

不
可
入
問
一
人
二
名
之
事
有
何
本
証
哉
答
人
丸
者
天
武
天
皇

 

ノ

御
宇
三

年
八
月
三
日
自
石
見
国
戸
田
郡
山
野

 

ト

里
語
家
命

 

ト

云
民

 

ノ

家
薗
柿
本

 

ニ

出
現 

人

 

ス
ル

也

其
歳
二
十
余
家
命
尋
問
答
云
我
無
家
無
レ

来
レ

所
無
レ

父
母
無
二

知
所
一

只
和

哥
之
道 

 

ノ
ミ

知 
 

レ
リ

云
于
レ

時
家
命
母
緩
国

（
マ
マ
）

司
秦
冬
道

 
 

ニ

申
冬
道
奏
二

清_

御_

原
天
皇

 

ニ

一

御
門
悦

 

ヒ

思
食

 

テ

召
哥
道
為
御
侍
読
是
哥
如
レ

流
レ

水
之
連
于
レ

時
任
二

石
見
権
守

一

始

性

（
マ
マ
）

号

 

ニ

柿
本
人
丸

名
事

副
書

同
年
九
月
三
日
任
二

左
京
大
夫
正
四
位
下
行
次_

年
三
月
一
日
補
任
春
宮
大
夫
木
工
権
頭
正
三
位
上
行
兼
任
播
广
守
贈
正
二

位
内
大
臣
也
孝
嫌
御

（
マ
マ
）

時
或
本
云
聖
武
崩
御
平
城
天
皇
大
同
二
年
八
月
十
一

日
贈
官
又
云
天
武
御
門

ミ

カ

ト

住
吉
行
幸
之
時

 

ニ

大
明
神
出
現
シ
テ

云
我
歌
詠
ヲ

為
二

世

弘

 

ン
カ

一

分
身
生
二

人
丸

 

ト
一

云
テ
如
レ

消
失

 

玉
フ

其

 

ノ

体
八
旬

 

ノ

之
老
人
也
于
レ

時
知
大
明

神
化
現
云
人
丸
不
軽
一

三
人
一
体
義
在
二

副
書

 

ニ
一

然
後
天
武
天
皇
后

勝
ス
ク
ル

八
尾

ヤ
ツ
ヲ
ノ

大
臣
娘
（

マ
マ
）
シ
テ

流
罪
上
総
山
辺
郡
至
聖
武
明
君
万
葉
集
撰
集
無
写
者
爰
右

大
臣
橘
諸
兄
大
伴
家
持
中
納
言

而
（
？
）

時

 

ノ

撰
者
也
此
人
〃
奏
云
柿
本
人
丸
卿
先

帝
之
御
侍
読
天
下
不
思
議
権
者
和
哥
之
明
師
也
被
流
罪
在
東
州
召
彼
人
一

為
判
者
于
時
左
大
臣
藤
原
永
年
奏
云
東
州
流
人
再
不
可
昇
殿
人
丸
以
何
為

御
侍
読
哉
此
義
不
可
然
諸
兄
卿
奏
云
大
唐
白
楽
天
本
名
信
宜キ

公
流
罪
遠
州

彼
国
流
人
再
不
昇
殿
雖
然
召
為
侍
読
改
姓
名
号
大
原
白
居
易
云
此
人
如
是

于
時
公
卿
同
意

 

ニ

シ
テ
召
帰

 

テ

改
名
性
官
階
一

号
二

宰
相
正
三
位
上
山
辺
赤
人
一

然

 

ハ

一
体
二
名
也
貫
之
為
（

マ
マ
）

此
深
義

 

ヲ
一

二
名
戒
人
一
人
一

自
余
集
入
人
丸
赤

人
事
以
前
後
名
入
故
也
秘
〃
中
千
金
莫
伝

29 
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○
第
二
類 

『
玉
伝
深
秘
巻
』 

一
、
人
丸
出
所
縁
起 

天
武
天
皇
御
宇
三
年
八
月
三
日
、
石
見
の
国
戸
田
の
郡
大
山
の
里
と
い
ふ

所
に
民
あ
り
。
か
の
家
の
園
の
大
な
る
柿
の
木
の
下も

と

に
化
現
せ
り
。
そ
の
歳と

し

二
十
ば
か
り
な
り
。
形
皃
質
躰

ぎ
や
う
は
う
し
つ
た
い

は
あ
り
が
た
き
ほ
ど
の
男
な
り
。
家
主

い
へ
ぬ
し

あ

や
し
み
聞
き
て
い
は
く
、
な
ん
人び

と

ぞ
や
、
た
ゞ
人び

と

と
も
お
ぼ
え
ず
と
言
ひ
け

れ
ば
、
こ
た
へ
て
云
ふ
、
我
は
来
た
る
方か

た

も
な
く
、
ま
た
去
る
べ
き
所
も
な

し
。
朝
夕
風
月
に
う
そ
む
き
、
歌
を
詠
ず
る
ば
か
り
な
り
と
い
へ
り
。
家
主

不
思
議
の
あ
ま
り
隣
国
丹
後
の
国

司

く
に
づ
か
さ

に
秦
の
冬
通
と
い
ふ
人
に
、
こ
の
事

を
語
り
け
れ
ば
、
冬
通
京
都
に
注
進
す
。
し
か
れ
ば
、
浄
御
原
の
天
皇
に
奏

聞
申
し
け
れ
ば
、
不
思
議
な
り
、
い
そ
ぎ
召
す
べ
し
と
て
勅
使
を
下く

だ

さ
れ
、

召
し
あ
げ
ら
れ
ぬ
。
げ
に
も
た
ゞ
人
に
あ
ら
ず
。
や
が
て
歌
を
よ
む
べ
し
と

仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
水
を
流
す
が
ご
と
く
と
ゞ
こ
ほ
り
な
く
よ
み
は
ん
べ
り

け
り
。
す
な
は
ち
生
国
な
れ
ば
と
て
石
見
守
に
任
ず
。
柿
の
木
の
下
に
化
現

せ
し
か
ば
、
姓

し
や
う

を
ば
柿

下

か
き
の
も
と

と
た
ま
は
る
。
実
名
を
ば
天
よ
り
化
現
せ
し
か

ば
、
天あ

ま

く
だ
る
を
の
こ
と
号
す
。
歌
の

師
（
侍
）

読と
く

と
し
て
和
歌
の
撰
者
を
た
ま

は
る
。
天
下
の
重
き
人
な
り
。
同
じ
年
九
月
三
日
左
京
大
夫
従
三
位
下
行
兼

播
磨
守
に
任
ず
。
次
年
三
月
一
日
春
宮
大
夫
、
木
工
頭
、
正
三
位
上
行
に
任

ず
。
卒
し
て
後の

ち

、
孝
謙
天
皇
の
御
宇
正
二
位
内
大
臣
を
た
ま
は
ら
る
。
あ
る

説
に
は
、
平
城
天
皇
、
大
同
二
年
八
月
十
一
日
贈
官
と
云
々
。
こ
ゝ
に
天
武

天
皇
住
吉
行
幸
の
時
、
大
明
神
老
翁

ら
う
お
う

に

形
か
た
ち

を
現
じ
て
云
、
歌
道
を
世
に
広

め
ん
た
め
に
人
丸
に
分
身
し
て
侍
り
。
し
か
る
に
、
こ
の
道
を
弘
め
た
ま
ふ

べ
し
と
云
々
。
御
門

み

か

ど

御
返
事
あ
ら
ん
と
し
た
ま
ふ
と
こ
ろ
に
、
か
き
け
す
や

う
に
う
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
そ
の
時
、
人
丸
に
分
身
あ
り
け
る
こ
と
分
明
な
り
。

然
れ
ば
、
明
神
の
御

諱
い
み
な

は
人
足
と
い
へ
り
。
御
門

み

か

ど

の
山
丸
を
と
り
て
人
丸

と
つ
け
ら
れ
た
ま
へ
り
。 

一
、
人
と
云
ふ
字
を
ば
勝
と
よ
め
り
。
丸
と
い
ふ
字
を
ば
、
か
し
こ
し
と
よ

む
。
さ
れ
ば
、
人
丸
す
ぐ
れ
て
か
し
こ
し
と
い
へ
り
。
文
集
に
い
は
く
、
か

し
こ
け
れ
ど
も
く
だ
ら
ず
、
つ
た
な
け
れ
ど
も
（
人
す
ぐ
れ
た
れ
ど
も
）
の

ぼ
ら
ず
。 

一
、
赤
人
出
所
縁
起 

大
和
の
国
忍
常

じ
じ
や
う

の
嶽た

け

と
い
ふ
所
あ
り
。
か
の
山
の
麓
に
山
辺
と
い
ふ
片
山

里
あ
り
。
朱
雀
院
の
頃
、
化
人

け

に

ん

出
で
来
た
れ
り
。
俗
に
あ
ら
ず
僧
に
あ
ら
ず
。

た
ゞ
大
童
な
り
。
面
、
身
ま
で
す
こ
し
赤
色
な
り
。
年と

し

の
程
は
三
十
あ
ま
り

と
見
え
た
り
。
か
の
里
の
小
川
の
ほ
と
り
に
平
き
石
の
有
け
る
う
へ
に
座
せ

り
。
里
人
あ
や
し
み
て
問
ひ
け
り
。
何
人

な
に
び
と

ぞ
い
か
な
る
わ
ざ
を
な
す
人
ぞ
や

な
ん
ど
と
種
々
に
問
へ
ど
も
、
さ
ら
に
物
言
は
ず
。
こ
れ
は
天
狗
か
、
鬼
神

か
、
魔
王
か
な
ん
ど
と
い
ひ
て
、
人
み
な
お
そ
れ
お
の
の
き
け
り
。
か
く
て

日
数
ふ
る
ほ
ど
に
、
里
の
人
も
今
の
ご
と
く
は
さ
せ
る

畏
お
そ
れ

な
き
人
な
り
と

て
、
近
づ
き
て
食

物

し
よ
く
も
つ

を
与
ふ
れ
ば
、
喜
び
て
食
す
。
そ
れ
扁
身
赤
色
な
り

け
る
ほ
ど
に
、
赤
人
と
ぞ
言
ひ
け
る
。
時
に
、
こ
の
所
の

頭
か
し
ら

た
る
人
云
、

こ
れ
は
た
ゞ
打
ち
お
く
べ
き
に
あ
ら
ず
。
奏
聞
す
べ
き
由
を
申
す
に
、
天
武

の
み
か
ど
に
奏
聞
す
。
不
思
議
な
り
、
す
な
は
ち
召
す
べ
し
と
て
、
左
大
臣

勝
の
八
尾
公
に
仰
せ
て
御
使
を
忍
常
嶽
に
く
だ
さ
れ
き
。
天 ×

子
よ
り
宣
旨
な

り
。
い
そ
ぎ
参
り
た
ま
へ
と
い
ふ
に
、
返
事
も
せ
ず
。
か
さ
ね
て
言
ひ
け
る

は
、
王
土
に
あ
り
な
が
ら
、
宣
旨
を
そ
む
く
不
思
議
に
な
り
、
殺
す
べ
し
と
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て
大
刀
を
抜
き
て
寄
り
け
り
。
そ
の
時
に
申
し
け
る
は
、
我
ほ
ど
つ
た
な
き

身
を
ば
何
の
た
め
に
召
さ
る
ゝ
や
と
い
ふ
な
り
。
宣
旨
に
て
あ
る
う
へ
は
力

及
ば
ず
と
て
出
て
立
ち
て
ゆ
き
け
り
。
あ
ま
り
に
み
ぐ
る
し
け
れ
ば
と
て
、

秀
長
が

著
ち
や
く

し
た
り
け
る
白
小
袖
を
着
せ
け
り
。
さ
て
烏
帽
子

ゑ

ぼ

し

、
表
に

著
ち
や
く

す

べ
き
も
の
如
何

い

か

ん

か
す
べ
き
と
い
へ
ば
、
形か

た

の
ご
と
く
も
ち
て
侍
と
て
香
色
の

狩
衣

か
り
ぎ
ぬ

の
な
れ
た
る
、
立
て
烏
帽
子
を
取
り
出
だ
す
。
秀
長
い
よ

く
不
思
議

の
思
ひ
を
な
す
。
馬
に
乗
せ
て
う
ち
つ
れ
上
洛
す
。
先
づ
大
臣
殿
に
見
参
に

ぞ
入
り
け
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
月
卿
雲
客
の
風
情
な
り
け
れ
ば
、
不
思
議

に
ぞ
思
は
れ
け
る
。
内
裏
に
具
し
て
参
ら
れ
け
り
。
み
か
ど
御
覧
じ
て
御
勅

問
あ
り
。
汝
、
い
づ
れ
の
所
の
者
ぞ
や
、
誰た

が
家
、
ま
た
姓

名

し
や
う
め
い

如
何

い

か

ん

と
あ

れ
ば
、
答
へ
て
い
は
く
、
姓

名

し
よ
う
め
い

な
く
出

所

し
ゆ
つ
し
よ

な
し
と
い
ふ
。
重
ね
て
勅
問
あ

り
、
芸
能
あ
り
や
。
答
へ
て
い
は
く
、
芸
能
さ
ら
に
な
し
。
我
生
ま
れ
て
よ

り
こ
の
か
た
、
た
ゞ
和
歌
の
道
を
の
み
好
み
て
余よ

の
芸
な
し
と
言
ふ
。
さ
て

は
鳳
闕
の
御

宝
た
か
ら

な
り
と
て
、
臨
時
の
除
目
行
は
れ
、
出
所
な
れ
ば
と
て
大

和
権 ×

守
従
五
位
下
に
任
ず
。
同
月
任
従
三
位
上
行
兼
伊
予
守
、

姓
し
や
う

を
ば
、

か
の
山
里
の
名
を
と
り
て
山
辺
と
い
へ
り
。
実
名
を
ば
日
頃
よ
び
け
る
ま
ゝ

に
赤
人
と
ぞ
召
し
け
る
。
さ
り
な
が
ら
、
こ
の
国
、
世
界
に
は
知
る
人
は
な

き
か
と
御
尋
ね
あ
り
け
る
に
、
答
へ
て
い
は
く
、
今
は
何
を
か
つ
つ
み
申
す

べ
き
ぞ
や
、
人
丸
太
夫
は
兄
弟
な
り
。
昔
に
漢
土
に
あ
り
し
時
は
左
右
の
大

臣
た
り
。
人
丸
を
ば
我
が
弟
な
り
と
申
し
け
る
。

帝
み
か
ど

、
人
丸
を
召
し
あ
は

せ
、
対
面
あ
り
。
と
も
に
感
涙
を
流
す
。
さ
て
人
丸
・
赤
人
と
て
左
右
の

翼
つ
ば
さ

た
り
き
。
し
か
り
と
い
へ
ど
も
、
人
丸
は
当
代
の
御
師
読
た
る
う
へ
、
赤
人

に
歌
の
善
悪
を
御
尋
ね
あ
り
し
に
、
こ
の
歌
を
よ
み
て
た
て
ま
つ
り
け
り
。 

 

和
歌
の
浦
や
潮し

ほ

の
満
干
の
み
を
つ
く
し
深
さ
浅
さ
は
君
や
し
ら
な
み 

こ
の
歌
、
一
首
に
六
義
を
具
足
せ
り
。
こ
れ
歌
の
手
本
な
り
。
第
一
に
、
和

歌
と
い
ふ
べ
き
を
和
歌
の
浦
と
そ
へ
た
り
。か
く
よ
め
る
は
、
こ
れ
風
な
り
。

潮
の
満
干

み

ち

ひ

と
二
物
を
並
ぶ
る
は
、
こ
れ
比
な
り
。
深
さ
浅
さ
と
勝
劣
を
分
け

る
は
、
こ
れ
興
な
り
。
君
や
し
ら
な
み
と

帝
み
か
ど

を
ほ
め
奉
る
は
頌
な
り
。
潮

の
満み

つ
と
い
ふ
は
来く

る

儀
な
り
。
干ひ

と
い
ふ
は
去さ

る

儀
な
り
。
深
さ
と
い
ふ
は
遠

き
儀
な
り
。
浅
さ
と
い
ふ
は
近
き
儀
な
り
。
さ
れ
ば
去
来
遠
近
等
の
あ
ま
た

の
心
あ
る
は
賦
な
り
。
又
、
こ
の
歌
の
惣
を
見
れ
ば
、
縁
の
風
情
を
た
く
み

重
ね
た
る
躰
な
れ
ば
雅
な
り
。
げ
に
和
歌
の
道
に
達
し
ゝ
秀
才
な
り
。
し
か

れ
ば
、
人
丸
、
赤
人
の
上
に
立
ち
が
た
し
と
い
ふ
。
兄
な
れ
ど
も
下
に
立
つ

事
さ
す
が
な
り
と
い
へ
る
儀
な
り
。
こ
の
両
人
は
文
殊
・
普
賢
の
と
も
い
へ

り
。
観
音
・
勢
至
の
化
現
と
も
い
へ
り
。 

一
、
赤
人
縁
起
、
有
説
云
、
文
武
天
皇
の
御
宇
に
上
総
国
山
辺
郡
不
幸
井
の

観
音
堂
に
老
翁
一
人
化
現
せ
り
。
し
か
る
に
上
洛
し
て
内
裏

だ

い

り

に
ま
ゐ
り
て
庭

上
に
畏
る
。
何
な
る
な
ら
ん
と
御
尋
ね
あ
り
し
か
ば
、
我
、
子
を
失
ひ
て
尋

ぬ
る
者
な
し
と
申
す
。
承
り
及
び
候
へ
ば
、
朝
に
召
さ
れ
和
歌
の
御
師
読
と

な
り
撰
者
つ
と
む
る
よ
し
を
、
ほ
の
か
に
人
が
申
し
は
ん
べ
る
間
、
あ
ま
り

の
か
な
し
さ
に
直
ち
に
参
内
す
と
い
へ
り
。

帝
み
か
ど

の
御
勅
問
あ
り
け
る
は
、

何
な
る
者
な
れ
ば
御
師
読
の
人
丸
が
子
と
は
云
ふ
や
、
不
審
な
り
と
言
ふ
。

翁
こ
た
へ
て
い
は
く
、
翁
は
、
こ
の
国

所

く
に
ど
こ
ろ

の
生
ま
れ
の
身
に
あ
ら
ず
。
大

唐
の
者
な
り
し
が
、
詩
賦
を
の
み
も
て
あ
そ
び
し
ほ
ど
に
月
卿
雲
客
に
そ
ね

ま
れ
て
暴
悪
の
君
に
ゆ
ゑ
な
く
翁
が
夫
妻
を
う
つ
ぼ
舟
に
入
れ
て
海
に
放

ち
棄
て
ら
れ
て
、
然
れ
ば
龍
神
現
れ
て
養
は
れ
し
か
ば
、
命
な
が
ら
へ
、
風
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波
に
ゆ
ら
れ
ゆ
く
ほ
ど
に
、
下
総
の
国
か
ち
と
が
崎
と
い
ふ
所
に
打
ち
上
げ

ら
れ
は
ん
べ
り
。
さ
る
ほ
ど
に
、
山
辺
郡
不
幸
井
観
音
堂
に
仏
を
た
の
み
奉

り
住
み
侍
り
し
に
、
か
の
観
音
よ
り
白
玉
を
二
つ
た
ま
ひ
ぬ
と
夢
に
見
て
妻

女
は
ら
み
て
二
人
を
設
け
た
り
。
み
な
男
子
な
り
。
兄
は
珍
玉
、
弟
を
ば
相

玉
と
名
づ
け
て
侍
り
て
し
に
、
龍
神
海
中
よ
り
来
り
て
、
汝
が
子
一
人
、
我

に
た
び
た
ま
へ
と
申
す
ほ
ど
に
、
か
の
龍
神
の
恩
を
か
う
む
り
な
が
ら
、
い

か
ゞ
惜
し
み
は
べ
ら
ん
と
て
、
相
玉
を
養
ひ
と
ら
せ
候
ふ
。
ま
た
兄
の
珍
玉

を
ば
育
て
て
候
ふ
と
こ
ろ
に
、
七
歳
と
申
す
八
月
十
五
夜
に
月
を
な
が
め
、

そ
の
ま
ま
ゆ
き
が
た
知
れ
ず
失
ひ
候
を
、
夫
妻
こ
れ
を
嘆
き
、
国
々
所
々
を

求
め
候
へ
ど
も
、
会
は
ず
し
て
、
空
し
く
月
日
を
送
る
ほ
ど
に
、
母
は
病
ひ

づ
き
死
し
去
り
候
ひ
き
。
我
一
人
残
り
ゐ
て
、
か
の
観
音
を
た
の
み
た
て
ま

つ
り
て
、
ひ
と
へ
に
菩
提
を
願
ひ
候
ひ
つ
る
に
、
石
見
の
国
に
二
の
化
人
出

来
せ
り
。
そ
の
跡あ

と

を
知
ら
ざ
れ
ど
も
、
和
歌
の
道
に
長
ぜ
る
間
、
帝
に
召
し

使
は
れ
奉
る
よ
し
を
ほ
の
か
に
承
り
及
び
候
間
、
さ
て
は
こ
の
珍
玉
に
て
あ

り
つ
ら
ん
と
て
参
内
せ
り
。
こ
れ
が
七
歳
に
て
よ
み
て
候
ふ
歌
、
い
ま
に
忘

れ
ず
候
ふ
と
て
云
、 

心
を
ば
大
空
に
こ
そ
た
ぐ
へ
ぬ
れ
思
ひ
や
れ
ど
も
際き

は

が
な
け
れ
ば 

こ
の
歌
と
同
じ
童
名
を
見
せ
さ
せ
た
ま
は
ば
、
定
め
て
親
と
信
ず
べ
し
と
申

し
け
る
間
、
こ
の
由
を
人
丸
に
仰
せ
け
れ
ば
、
翁
を
ば
さ
だ
か
に
お
ぼ
え
ね

ど
も
、
歌
と
童わ

ら

べ
名
と
は
子
細
な
し
。
さ
て
は
親
な
り
と
て
出
で
会
ひ
対
面

し
た
て
ま
つ
り
、
感
涙
を
ぞ
流
し
け
る
。
さ
て
、
帝
勅

み
か
ど

問
あ
り
、
そ
も

く

汝
が
名
を
ば
何
と
申
す
ぞ
と
仰
せ
あ
り
け
れ
ば
、
我わ

れ

名
を
ば
持
た
ず
。
こ
の

間
住
み
て
候
ひ
し
所
の
名
を
と
り
て
山
辺
不
幸
井
の
太
夫
と
も
申
し
き
。
ま

た
子
を
恋
ひ
て
朝
夕
泣
き
し
か
ば
涙
太
夫
と
も
申
し
候
ひ
き
。
さ
て
は
、

生

国

し
や
う
ご
く

な
れ
ば
と
て
上
総
権 ×

守
従
五
位
下
に
任
ず
。
次
の
日
従
三
位
兼
伊
予

守
、

姓
し
や
う

を
ば
在
り
所
な
れ
ば
と
て
山
辺
と
ぞ
た
ま
は
る
。
実
名
を
ば
面
色

赤
か
り
け
る
ほ
ど
に
赤
人
と
ぞ
召
し
け
る
。
公
卿
の
座
に
列
し
、
何
事
に
も

暗
か
ら
ず
。
こ
の
父
子
を
上
に
す
る
人
な
か
り
け
り
。
さ
る
ほ
ど
に
、
人
丸

は
赤
人
の
上
に
た
ち
が
た
し
と
い
へ
る
は
、
父
な
れ
ば
上
に
置
く
な
れ
ど
も
、

我
が
身
は
撰
者
重
職
な
れ
ば
、
下
に
は
立
ち
が
た
し
と
言
へ
り
。
ま
た
は
赤

人
は
父
な
れ
ば
上
に
立
つ
べ
け
れ
ど
も
、
当
職
た
る
う
へ
は
人
丸
の
下
に
立

つ
と
は
難
治
な
る
に
よ
つ
て
、
赤
人
の
歌
の
口
を
ば
し
ば
ら
く
お
し
と
ど
め

ら
れ
け
り
と
い
へ
り
。
し
か
れ
ば
、
古
今
・
万
葉
に
は
不
入
、
後
の ×

撰
集
に

少
〃
入
れ
り
。 

右
、
か
の
両
賢
の
事
、
不
輙
秘
事
な
り
。
無
道
者
不
可
伝
。
聞
書
に
は

請
文
を
書
き
て
お
ろ
そ
か
な
ら
ぬ
も
の
な
り
。
秘
す
べ
し

く
30
。 

 

第
一
類
『
金
玉
双
義
』
の
自
性
論
の
概
略
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

・
石
見
国
戸
田
郡
山
野
里
の
語
家
命
の
家
の
庭
の
柿
木
の
下
に
現
れ
た

化
人
は
、
歌
の
才
に
よ
り
出
仕
し
、
柿
本
人
丸
と
名
付
け
ら
れ
た
。 

・
天
武
天
皇
住
吉
行
幸
の
際
、
住
吉
明
神
が
現
れ
、
人
丸
は
分
身
と
い

う
。 

・
人
丸
が
、
天
武
天
皇
の
后
、
勝
八
尾
大
臣
の
娘
を
犯
し
て
上
総
国
山

辺
郡
に
流
罪
と
な
っ
た
。 

・
万
葉
集
撰
進
の
任
に
耐
え
る
者
と
し
て
、
人
丸
が
都
に
召
喚
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
罪
人
ゆ
え
、
白
楽
天
の
例
に
倣
っ
て
、
山
辺
赤
人
と
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改
名
し
た
。 

・
ゆ
え
に
人
丸
赤
人
は
一
体
二
名
で
あ
る
。 

人
丸
化
生
説
は
、
先
に
み
た
「
柿
本
人
麻
呂
之
事
」
と
概
略
が
共
通
す
る
。

た
だ
し
、
人
丸
化
生
説
と
赤
人
改
名
説
が
人
丸
住
吉
明
神
分
身
説
を
挟
ん
で
一

連
の
説
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
「
柿
本
人
麻
呂
之
事
」
に
は
な

か
っ
た
家
主
の
名
前
が
語
家
命
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
母
緩
」
は
「
丹
後
」
と

字
形
が
近
い
た
め
、
誤
記
の
可
能
性
が
あ
ろ
う
。「
柿
本
人
麻
呂
之
事
」
は
罪

状
を
示
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
『
金
玉
双
義
』
で
は
明
記
さ
れ
て
い
る
。 

『
金
玉
双
義
』
が
古
今
集
仮
名
序
の「
人
丸
は
赤
人
の
上
に
立
ち
が
た
く…

…

」

を
め
ぐ
る
問
答
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、『
玉
伝
深
秘
巻
』
所
載
の
三
つ
の

縁
起
は
そ
れ
ぞ
れ
に
見
出
し
が
あ
り
、独
立
し
た
も
の
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い

る
。
複
数
の
書
に
引
用
さ
れ
る
自
性
論
と
異
な
り
、
こ
れ
ら
が
他
に
伝
わ
っ
た

形
跡
は
な
い
よ
う
だ
。
ま
た
、
三
つ
の
縁
起
い
ず
れ
も
人
丸
赤
人
同
一
人
物
説

は
み
え
ず
、「
赤
人
出
所
縁
起
」
は
二
人
を
兄
弟
、「
赤
人
縁
起
」
は
親
子
と
し

て
い
る
。
こ
の
点
で
は
自
性
論
と
大
き
く
異
な
る
。 

「
人
丸
出
所
縁
起
」
は
、
自
性
論
の
人
丸
化
現
譚
と
大
筋
同
じ
だ
が
、
文
飾

が
加
わ
り
、
人
麻
呂
の
容
姿
の
す
ば
ら
し
さ
を
述
べ
た
り
、
天
か
ら
化
現
し
た

の
で
実
名
を
「
天
く
だ
る
を
の
こ
」
と
し
た
り
す
る
点
は
、
物
語
化
が
進
ん
で

い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
丹
後
国
を
石
見
国
の
「
隣
国
」
と
し
て
い
る
の
は

明
ら
か
な
誤
謬
で
あ
る
が
、
石
見
国
の
語
家
命
が
な
ぜ
丹
後
国
司
で
あ
る
秦
冬

通
に
注
進
し
た
の
か
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
賢
し
ら
で
あ
ろ
う
か
。 

「
赤
人
出
所
縁
起
」
は
、
赤
人
が
化
人
と
し
て
現
れ
、
そ
の
存
在
が
都
に
聞

こ
え
て
和
歌
の
才
能
に
よ
っ
て
召
し
出
さ
れ
る
と
い
う
経
緯
が
、自
性
論
の
人

丸
化
生
説
の
主
旨
に
似
る
。
大
き
な
相
違
点
と
し
て
は
、
流
罪
と
再
上
洛
に
際

し
て
の
改
名
が
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
赤
人
の
出
生
が
大
和
国
山
辺
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
人
丸
赤
人
が
兄
弟
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、

自
性
論
で
は
、
人
丸
が
犯
し
た
女
の
父
親
の
名
で
あ
っ
た
勝
八
尾
大
臣
が
、
同

縁
起
で
は
赤
人
招
聘
の
宣
旨
を
遣
わ
す
人
物
の
名
と
な
っ
て
い
る
。
唐
突
に
出

て
く
る
秀
長
と
い
う
使
者
の
名
、
六
義
に
そ
っ
た
和
歌
の
解
釈
、
文
殊
普
賢
あ

る
い
は
観
音
勢
至
の
化
身
説
も
興
味
深
い
が
、
こ
こ
で
は
深
入
り
し
な
い
。 

一
方
、「
赤
人
縁
起
」
は
、
自
性
論
と
通
ず
る
と
こ
ろ
は
上
総
国
山
辺
郡
と

い
う
地
名
だ
け
で
あ
る
。
下
総
・
上
総
の
地
名
を
複
数
挙
げ
る
な
ど
、
在
地
性

が
う
か
が
わ
れ
る
。
赤
人
を
そ
も
そ
も
は
唐
出
身
と
し
て
い
る
点
か
ら
、
少
な

く
と
も
自
性
論
や
能
基
『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
』
の
グ
ル
ー
プ
と
は
別
伝
と
み

る
べ
き
と
考
え
る
。
珍
玉
・
相
玉
の
名
に
房
総
に
お
け
る
海
浜
の
玉
信
仰
と
の

関
係
が
想
像
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
を
設
け
た
い
。 

で
は
、
こ
れ
ら
の
説
は
い
つ
頃
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

片
桐
氏
は
、「
鴉
鷺
物
語
」
や
「
私
所
持
和
歌
草
子
目
録
」

31 

に
『
玉
伝
深

秘
巻
』
所
収
の
秘
伝
の
名
称
の
多
く
が
見
え
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
個
別

の
秘
伝
が
文
保
の
頃
（
一
三
一
七
～
一
三
一
九
）
に
は
相
伝
さ
れ
て
い
た
と
述

べ
て
い
る

32
。
人
丸
赤
人
伝
に
関
し
て
は
、「
鴉
鷺
物
語
」「
私
所
持
和
歌
草
子

目
録
」
そ
れ
ぞ
れ
「
自
性
論
の
灌
頂
」「
自
性
論
」
、
後
者
に
「
玉
伝
深
秘
」
の

名
称
が
見
ら
れ
る
が
、
「
人
丸
出
所
縁
起
」「
赤
人
出
所
縁
起
」
「
赤
人
縁
起
」

に
類
す
る
名
称
は
見
ら
れ
な
い
。 

一
方
、『
金
玉
双
義
』『
玉
伝
深
秘
巻
』
に
は
そ
れ
ぞ
れ
相
伝
の
血
脈
が
記
さ

れ
て
い
て
、弘
安
元
年
十
二
月
十
一
日
に
為
顕
か
ら
能
基
と
神
垂（
神
乗
と
も
）
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に
相
伝
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
て
い
る
（
神
垂
に
は
十
一
月
と
す
る
本
も
あ
る
）
。

能
基
・
神
垂
へ
は
同
時
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
人
丸

化
現
説
は
別
と
し
て
、赤
人
に
関
す
る
二
つ
の
説
は
あ
ま
り
に
乖
離
し
て
い
る
。

相
伝
前
に
成
立
し
て
い
た
な
ら
、こ
こ
ま
で
大
き
く
異
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
赤
人
伝
の
種
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、「
自
性
論
」

は
能
基
系
、神
垂
系
が
分
か
れ
て
か
ら
整
え
ら
れ
た
と
い
う
可
能
性
を
考
え
て

お
き
た
い

33
。 

 
 こ

の
ほ
か
、
自
性
論
の
流
れ
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
『
古
今
和
歌
集
灌
頂
口

伝
』
の
「
五
種
人
磨
事
」
の
一
項
が
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
本
文
の
引

用
を
割
愛
す
る
。 

同
書
に
つ
い
て
は
、『
解
題
五
』

34 

刊
行
と
前
後
し
て
、
片
桐
氏
と
青
木
賜

鶴
子
・
生
沢
喜
美
子
・
鳥
井
千
佳
子
三
氏
が
翻
刻
・
注
釈
を
行
っ
て
い
る

35
。

他
書
と
の
比
較
も
周
到
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時
未
紹
介
で
あ
っ
た
『
金
玉

双
義
』
本
文
と
の
関
係
性
は
考
察
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
五
種
人
丸
」
に
つ
い
て

は
『
玉
伝
深
秘
巻
』
よ
り
「
三
流
抄
」
に
近
い
と
し
て
い
る
。
改
め
て
照
合
す

る
と
、
最
も
近
い
の
は
『
金
玉
双
義
』
で
、
大
筋
は
自
性
論
灌
頂
を
な
ぞ
る
も

の
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
人
丸
の
年
齢
、
当
時
の
帝
（
「
持
統
天
皇
」
と
す
る
。

自
性
論
は
「
清
御
原
天
皇
」
）
、
人
丸
が
詠
ん
だ
と
い
う
「
君
が
代
の
久
し
か
る

べ
き
た
め
し
に
は
か
ね
て
ぞ
う
へ
し
住
吉
の
松
」

36 

と
い
う
和
歌
の
挿
入
、

遣
唐
使
の
任
、
没
年
月
日
と
具
体
的
な
点
に
相
違
が
あ
る
。 

成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、「
正
安
元
年
二
月
十
七
日 

前
大
納
言
為
世
在
判
」

の
奥
書
を
も
つ
本
が
あ
る
も
の
の
、
「
古
今
和
歌
集
注
釈
書
・
伝
授
書
年
表
」

は
、
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
の
改
元
が
四
月
二
十
五
日
で
あ
っ
た
こ
と
を
指

摘
し
、
こ
の
奥
書
を
「
悦
目
抄
の
奥
書
で
古
今
和
歌
集
灌
頂
口
伝
の
奥
書
に
あ

ら
ず
」

37 

と
し
て
い
る
。
と
す
る
と
、
現
時
点
で
最
も
古
い
と
考
え
ら
れ
も

の
は
、
永
享
三
年
（
一
四
三
一
）
正
月
、
明
叡
に
書
写
に
よ
る
も
の

38 

と
い

う
こ
と
に
な
る
。 

な
お
、
三
輪
氏
は
、
灌
頂
儀
式
の
作
法
を
歌
道
に
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
の

が
為
顕
流
で
あ
る
と
し
、『
和
歌
古
今
灌
頂
』『
古
今
和
歌
灌
頂
巻
』
な
ど
灌
頂

の
名
を
持
つ
書
を
為
顕
流
の
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
て
相
互
関
係
を
考
察
し

て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
人
丸
と
赤
人
を
同
一
人
物
と
す
る
も
の
の
、
人
丸
の

上
総
国
配
流
と
赤
人
改
名
と
上
京
と
い
う
経
緯
は
語
っ
て
い
な
い
。 

 三
．
二
．
非
同
一
人
物
説
『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
』 

片
桐
氏
は
、
古
今
集
仮
名
序
に
対
す
る
注
釈
書
の
う
ち
、「
古
今
に
三
の
流

あ
り
。
一
に
定
家
、
二
に
家
隆
、
三
に
行
家
」
で
始
ま
る
一
系
統
を
「
古
今
和

歌
集
序
聞
書
三
流
抄
」
と
称
し
、
一
六
の
書
を
列
挙
し
、
そ
れ
を
(A)
～
(D)
の

四
系
統
に
分
類
し
た

39
。
三
輪
氏
は
、
こ
の
一
群
を
東
大
図
書
館
本
の
奥
書
に

基
づ
い
て
能
基
『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
』
と
称
し
、
片
桐
氏
の
分
類
を
妥
当
と

し
つ
つ
、
諸
本
の
確
認
と
成
立
に
関
す
る
考
察
を
行
っ
て
い
る

40
。 

こ
の
系
統
の
諸
本
に
つ
い
て
は
、『
古
今
集
注
釈
書
伝
本
書
目
』

41 

が
「
三

流
抄
」
の
称
の
も
と
三
十
五
の
本
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
新
古
典
籍
Ｄ
Ｂ
で

は
「
古
今
和
歌
集
序
聞
書
、
歌
学
、 

能
基
、 

弘
安
五

42
」
と
し
て
八
件
検
索

で
き
る
（
う
ち
、
東
京
大
学
図
書
館
所
蔵
本
は
重
複
）
。 

片
桐
氏
が
「
こ
れ
こ
そ
底
本
に
す
べ
き
と
断
じ
得
る
よ
う
な
善
本
が
存
在
し
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な
い…

…

」
43 

と
い
う
よ
う
に
、
書
写
年
代
は
、
(D)
に
分
類
さ
れ
る
片
桐
丙

本
が
「
天
文
の
写
本
で
あ
る
以
外
は
、
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の

写
し
」
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
弘
安
期
に
談
義
が
行
わ
れ
た
こ
と

を
示
す
奥
書
を
持
つ
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
成
立
を
考
え
る
根
拠
と
さ
れ
て

い
る
。 

こ
こ
で
は
、
新
古
典
籍
Ｄ
Ｂ
に
よ
り
、
片
桐
氏
が
「
比
較
的
善
本
と
思
わ
れ

る
」
と
し
て
い
る
東
大
本
と
、
翻
刻
の
底
本
と
し
て
用
い
た
片
桐
甲
本
、
そ
し

て
、
古
い
書
写
で
あ
る
片
桐
丙
本
と
同
じ
奥
書
を
持
つ
国
文
研
所
蔵
本
を
確
認

し
て
お
く
。
こ
れ
ら
は
み
な
、
奥
書
に
弘
安
期
の
写
で
あ
る
と
し
て
い
る
。 

こ
こ
に
便
宜
上
、『
解
題
二
』
二
二
頁
で
諸
本
に
付
さ
れ
た
番
号
の
も
と
、

各
々
の
奥
書
を
示
す
。
な
お
、
奥
書
は
新
古
典
籍
Ｄ
Ｂ
に
よ
り
確
認
し
た
が
、

片
桐
丙
本
の
み
そ
の
外
題
内
題
に
合
致
す
る
書
が
Ｄ
Ｂ
に
見
当
た
ら
な
い
た

め
、
国
文
研
所
蔵
の
貴
重
書
で
同
じ
奥
書
を
持
つ
本
を
参
照
し
た
。 

 

⑴
東
京
大
学
図
書
館
本
＝
東
大
国
文 

中
古
１
１
・
４
・
２
４ 
(A)
系
統 

冩
本
日 

 

弘
安
九
年
十
二
月
十
八
日
古
今
序
談
義
畢 

定
家
余
風 

能
基 

 

⑵
片
桐
洋
一
所
蔵
甲
本
＝
国
文
研 

和
古
書
請
求
番
号
サ
２―

１
２
７ 

 

(A)
系
統 

弘
安
元
年
閏
十
二
月
十
八
日
古
今
序
之
講
義
畢 

写
本
定
家
私
風
被

将
写
之 

⒀
片
桐
洋
一
所
蔵
丙
本 

※
国
文
研
貴
重
書 

請
求
記
号
：
９
９―

１
０
４

―

１
～
２ 

(D)
系
統 

（
上
巻
）
写
本
云
／
弘
安
九
年
閏
十
二
月
十
八
日
古
今
序
談
儀
畢 

定

家 

余
風 

能
基
／
弘
安
九
年
ヨ
リ
永
享
九
年
マ
テ
百
五
十
三
年
也

／
永
享
九
年
ヨ
リ
天
文
十
五
年
迄
百
九
年
也
／
于
時
天
文
十
五
年
丙

午
卯
月
初
二
日
書
之
／
一
返
校
合
也 

（
下
巻
）
写
本
云
／
弘
安
九
年
閏
十
二
月
十
八
日
古
今
序
談
儀
畢 

定

家 

余
風 

能
基
／
弘
安
九
年
ヨ
リ
永
享
九
年
マ
テ
百
五
十
三
年
也

／
永
享
九
年
ヨ
リ
天
文
十
五
年
迄
百
九
年
也
／
今
写
所
天
文
十
五
年

丙
午
卯
月
初
二
日
書
之
／
一
返
校
合
也 

 

同『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
』の
成
立
時
期
に
つ
い
て
片
桐
氏
三
輪
氏
と
も
に
、

弘
安
九
年
（
一
二
八
六
）
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
⑵
の
奥
書
に
は
、「
弘

安
元
年
閏
十
二
月…

…

」
と
あ
る
が
、
弘
安
元
年
に
は
閏
十
二
月
が
な
く
、
⑴

⒀
の
奥
書
を
も
と
に
「
九
年
」
の
誤
記
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
先
行

研
究
の
章
で
述
べ
た
よ
う
に
三
輪
氏
は
、
『
金
玉
双
義
』
の
伝
授
血
脈
を
も
と

に
「
為
顕
は
弘
安
元
年
十
二
月
に
『
古
今
和
歌
集
』
の
序
と
歌
に
関
す
る
講
釈

を
終
え
て
、
能
基
へ
の
伝
授
を
完
了
し
」
、
東
大
本
『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
』

を
も
と
に
「
能
基
は
こ
の
講
釈
に
基
づ
い
て
弘
安
九
年
十
二
月
十
八
日
に
序
に

関
す
る
講
義
を
終
」
え
た
と
し
て
い
る
。 

「
閏
十
二
月
」
を
前
提
に
弘
安
九
年
が
正
し
い
と
し
つ
つ
、
東
大
本
に
基
づ

い
て
「
十
二
月
」
講
義
了
と
し
て
い
る
点
に
は
疑
問
が
残
る
。
⑵
は
、
講
義
終

了
の
期
日
が
「
写
本…

…

」
の
前
に
あ
る
こ
と
、「
能
基
」
の
名
が
み
え
な
い
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こ
と
か
ら
、弘
安
元
年
も
排
除
し
き
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
『
金
玉
双
義
』

記
載
の
伝
授
時
期
を
勘
案
す
る
と
、
為
顕
の
講
義
か
）。
と
す
る
と
、『
金
玉
双

義
』
と
の
前
後
関
係
も
問
題
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。 

能
基
『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
』
の
人
丸
赤
人
伝
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
、『
金

玉
双
義
』
の
人
丸
配
流
赤
人
改
名
説
と
は
異
な
る
。 

 

オ
ホ
キ
ミ
ツ
ノ
位
柿
本
人
丸
ト
ハ
、
大
キ
ト
ハ
。
官
ノ
字
ヲ
取
テ
云
。
時
ニ

太
夫
也
。
太
夫
ノ
太
ヲ
取
テ
オ
ホ
キ
ト
云
也
。
三ミ

ツ

ノ
位
ト
ハ
、
時
ニ
従
三
位

上
也
。
木
工
頭
兼
太
夫
也
。
抑
、
此
人
丸
ト
ハ
、
天
武
天
皇
ノ
御
宇
三
年
、

石
見
国
戸
田
郡
山
里
ト
云
所
ニ

語
カ
タ
ラ
ヒ

之
家
命
ト
云
人
ア
リ
。
彼
家
ノ
園
ニ
大

キ
ナ
ル
柿
木
ア
リ
。
此
木
ノ
本
ニ
テ

廿

計

ハ
タ
チ
バ
カ
リ

ナ
ル
男
ノ
艶
ナ
ル
ガ
出
来
レ
ル
。

家
命
、「
何
人
ゾ
、
親
ハ
ナ
キ
カ
、
イ
ヅ
ク
ヨ
リ
来
レ
ル
ゾ
」
ト
問
。
答
テ

云
ク
、「
我
親
モ
ナ
ク
来
レ
ル
方
モ
ナ
シ
」
ト
云
。
此
由
ヲ
家
命
ガ
主
丹
波

守
秦
ノ
冬
通
ニ
申
ス
。
冬
通
則
チ
丹
波
ニ
呼
テ
、
何
事
ヲ
カ
ス
ル
ト
問
ニ
、

「
哥
ノ
ミ
ヨ
ム
」
ト
云
。
ヨ
マ
セ
テ
聞
ニ
、
流
ル
ル
水
ノ
ゴ
ト
シ
。
冬
通
聞

テ
是
ヲ
帝
ニ
奏
ス
。
帝
、
和
歌
ノ
御
侍
読
ト
シ
テ
始
テ
五
位
ニ
任
ズ
。
柿
ノ

本
ヨ
リ
出
来
リ
タ
レ
バ
ト
テ
、
姓
ヲ
柿
本
ト
云
。
又
ハ
、
大
和
国
豊
国
ニ
住

ケ
ル
時
、
彼
家
ノ
門
ニ
大
キ
ナ
ル
柿
木
有
。
コ
レ
ニ
ヨ
リ
柿
本
ト
云
義
モ
ア

レ
ド
モ
、
家
命
ガ
家
ノ
柿
木
ヨ
シ
。
名
ヲ
人
丸
ト
云
事
。
別
ニ
口
伝
ア
リ
。

彼
豊
国
ハ
、今
ノ
大
和
安
部
寺
也
。
文
武
ノ
御
時
四
位
ニ
任
ズ
。
年
四
十
八
。

聖
武
御
時
、
従
三
位
木
工
頭
兼
太
夫
。
同
御
時
、
神
亀
年
中
三
月
十
八
日
、

八
十
四
歳
ニ
テ
薨
ズ
。
此
時
ノ
影
ハ
、
小
野
春
高
宣
旨
ヲ
給
リ
テ
此
影
ヲ
ウ

ツ
ス
。
又
、
四
十
八
、
五
十
八

（
九
十
三
）

ノ
影
ア
リ
。 

（
中
略
） 

山
辺
ノ
赤
人
ト
云
人
ア
リ
ト
ハ
是
ヲ
或
人
ハ
大
和
國
山
辺
ニ
住
ケ
ル
人

ト
云
。
真
ニ
ハ
シ
カ
ラ
ズ
。
上
総
国
山
辺
ノ
郷
ヨ
リ
聖
武
ノ
御
時
初
テ
上
ル

人
也
。
其
親
ハ
誰
ト
モ
ナ
シ
。
是
モ
同
帝
ノ
御
侍
読
タ
リ
。 

哥
ニ
ア
ヤ
シ
ク
妙
也
ト
ハ
、
有
益
ト
書
ケ
リ
。
無
益
ト
書
ハ
、
ア
ヤ
ナ
シ

ト
ヨ
ム
。
サ
レ
バ
哥
ニ
ア
ヤ
ナ
シ
ト
ハ
、
哥
ニ
有
益
ト
云
義
也
。 

人
丸
ハ
赤
人
ガ
上
ニ
立
ン
事
カ
タ
ク
、
赤
人
ハ
人
丸
ガ
下
ニ
立
ン
事
カ
タ

シ
ト
云
ハ
、
是
ハ
人
丸
モ
三
位
、
赤
人
モ
三
位
、
官
モ
亦
ト
モ
ニ
太
夫
也
。

サ
レ
バ
、
官
加
階
ニ
於
テ
ハ
相
論
ズ
ル
ニ
非
ズ
。
シ
カ
ラ
バ
、
哥
道
ニ
於
テ

勝
劣
ナ
シ
ト
云
リ
。
或
人
云
、
人
丸
ヲ
上
ニ
書
キ
、赤
人
ヲ
下
ニ
書
タ
レ
バ
、

言
葉
ノ
並
ベ
ヤ
ウ
ヲ
以
テ
人
丸
勝
リ
タ
リ
ト
云
。
当
家
ニ
ハ
不
レ

然
ヲ

。
同

ジ
程
ノ
人
ト
ナ
リ
。 

又
問
、
何
ゾ
爰
ニ
ハ
同
ジ
程
ノ
人
ト
云
テ
、
古
今
ノ
中
ニ
人
丸
ノ
哥
ハ
有

テ
赤
人
ノ
哥
ハ
何
ゾ
不

ル レ

入
レ

哉
。
若
シ
不
知
読
人
ノ
内
ヲ
イ
ハ
バ
、
彼
、

又
、
皆
主
ア
リ
。
此
義
如
何
。 

答
云
、
此
段
、
古
今
ノ
中
ノ
大
事
也
。
別
ニ
口
伝
有
。
抑
、
人
丸
ハ
天
武

ノ
御
宇
ニ
出
来
レ
リ
。
岩
上
都
美
好
ガ
子
ト
ス
。
勝

格

虎

ス
グ
ル
ノ
タ
ダ
ト
ラ

ガ
聟
ト
ス
。
彼

腹
ニ
子
ア
リ
。
柿
本
三
位
観
都
良

ミ

ト

ラ

、
是
也
。
万
葉
ノ
作
者
也
。
観
都
良
ガ
子

ニ
柿
本
二
丸
ト
云
人
有
。
都
美
好
ガ
先
祖
ハ
、
住
吉
大
明
神
ノ
後
胤
也
。…

44 

 
柿
本
人
丸
に
つ
い
て
は
、
自
性
論
と
ほ
ぼ
同
じ
筋
で
あ
る
が
、
化
現
の
場
と

し
て
大
和
国
豊
国
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
赤
人
伝
は
間
に
別
の
記
事
を

挟
み
、
ま
ず
大
和
国
山
辺
郡
へ
の
言
及
が
み
ら
れ
る
。 



（16）

 

こ
こ
で
一
つ
問
題
に
な
る
の
は
、「
口
伝
」
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
引
用
箇
所

の
傍
線
部
二
か
所
に
「
口
伝
」
の
存
在
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
一
つ
目
は
人

丸
伝
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
二
つ
目
が
赤
人
伝
を
含
む
も
の
で
あ
る
可
能
性

が
あ
る
が
、
実
は
⑵
片
桐
甲
本
に
「
此
段…

…

口
伝
有
」
の
文
言
は
な
い
。
こ

こ
は
東
大
本
に
よ
っ
て
補
訂
さ
れ
た
箇
所
で
あ
る
。
ほ
か
に
片
桐
氏
が
(C)
系

統
に
分
類
し
た
⑼
初
雁
文
庫
本
や
⑽
書
陵
部
乙
本
も
、
二
つ
目
の
「
口
伝
」
の

存
在
を
記
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
そ
う
し
た
本
が
存
在
し
、
伝
え
ら
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
の
口
伝
が
『
柿
本
人
磨
之
事
』『
金
玉
双
義
』
に
見
ら
れ
る
自
性
論
、
あ

る
い
は
『
玉
伝
深
秘
巻
』
所
収
の
縁
起
の
類
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
で
あ
る
が
、

少
な
く
と
も
後
者
で
は
な
い
と
考
え
る
。
『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
』
で
は
い
ず

れ
も
大
和
国
山
辺
郡
在
住
説
を
一
度
示
し
た
う
え
で
、そ
れ
を
否
定
し
て
上
総

を
提
示
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
。
当
時
、
大
和
国
に
山
辺
郡
が
あ
る
こ
と
は
周

知
だ
っ
た
は
ず
で
、
こ
こ
は
考
証
的
態
度
や
、
上
総
国
に
も
山
辺
郡
が
あ
っ
た

と
い
う
発
見
を
読
み
取
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
何
よ
り
、
人
丸
化
現

を
述
べ
な
が
ら
、
流
罪
と
都
へ
の
召
還
、
赤
人
へ
の
改
名
説
に
全
く
触
れ
て
い

な
い
こ
と
か
ら
、『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
』
の
成
立
時
期
に
は
「
自
性
論
」
と

名
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
説
が
確
た
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

以
上
、
木
を
見
て
森
を
見
ず
の
誹
り
を
受
け
る
覚
悟
で
、
あ
え
て
赤
人
上
総

国
出
身
説
の
み
に
関
し
て
諸
書
の
異
同
か
ら
そ
の
生
成
に
つ
い
て
考
え
て
き

た
。
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。 

・
人
丸
の
柿
木
の
下
化
現
説
が
先
行
す
る
。 

・
上
総
国
山
辺
郡
か
ら
赤
人
上
総
出
身
説
が
浮
か
び
上
が
る
。 

・
人
丸
の
配
流
改
名
に
よ
っ
て
、
人
丸
化
現
説
と
赤
人
上
総
出
身
説
が

繋
げ
ら
れ
、
自
性
論
が
形
成
さ
れ
る
。 

そ
し
て
、
赤
人
の
上
総
出
身
説
が
注
釈
書
や
伝
授
関
係
資
料
に
取
り
込
ま
れ

た
時
期
を
、
能
基
『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
』
成
立
の
頃
、
弘
安
年
間
（
一
二
七

八
～
）、
為
顕
の
時
代
と
考
え
、
そ
れ
を
大
き
く
遡
ら
な
い
と
考
え
て
お
き
た

い
。
ま
た
、
な
お
、「
聞
書
」
系
の
説
、
自
性
論
そ
れ
ぞ
れ
に
他
流
に
伝
播
し

て
お
り
、
房
総
の
地
誌
類
が
言
及
し
て
い
る
『
栄
雅
抄
』
の
上
総
出
身
説
も
そ

の
一
つ
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
別
に
論
じ
る
。 

  五
．
為 

顕 
 

で
は
、
赤
人
上
総
国
山
辺
郡
が
為
顕
流
に
取
り
込
ま
れ
た
の
に
は
、
ど
の
よ

う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

弘
安
期
の
歌
壇
及
び
為
顕
に
つ
い
て
は
、
井
上
氏
の
『
中
世
歌
壇
史
の
研
究 

南
北
朝
期
』

45
、
『
中
世
歌
壇
と
歌
人
伝
の
研
究
』

46
、
ま
た
三
輪
氏
の
前
掲

書
に
詳
し
い
。
こ
れ
ら
に
拠
っ
て
み
て
い
く
。 

藤
原
為
顕
は
、
為
家
の
息
男
で
、
母
は
藤
原
家
信
女
で
あ
る
。
生
没
年
は
不

明
で
あ
る
が
、
永
仁
三
年
（
一
二
九
五
）
年
ま
で
事
績
が
確
認
さ
れ
る
。
周
知

の
ご
と
く
、
為
家
の
子
ら
は
、
家
督
を
継
い
だ
為
氏
と
、
為
家
が
老
年
に
な
っ

て
迎
え
た
妻
阿
仏
尼
と
の
間
の
子
為
相
の
対
立
を
軸
に
反
目
し
あ
っ
た
。
宗
家

と
距
離
を
置
い
た
為
顕
は
、
活
躍
の
場
を
求
め
て
若
年
で
関
東
に
下
っ
た
ら
し
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く
、
そ
こ
で
、
秘
伝
の
伝
授
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
為
顕
流
と
い
う
べ
き
門
流
が

形
成
さ
れ
た
。 

そ
の
為
顕
が
関
東
の
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
活
動
し
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
井

上
氏
は
、
『
菟
玖
波
集
』
巻
十
九
に
二
条
良
基
が
為
顕
と
同
車
し
た
事
績
が
見

え
る
こ
と
か
ら
、「
文
永
末
年
に
は
関
東
に
既
に
滞
留
し
た
可
能
性
が
あ
」
る

と
さ
れ
て
い
る

47
。
ま
た
、
弘
安
元
年
（
一
二
七
八
）
、
亀
山
院
が
勅
撰
集
撰

進
の
資
料
と
し
て
召
し
た
「
弘
安
百
首
」

48 

の
歌
人
に
加
え
ら
れ
、
次
の
よ

う
な
歌
を
詠
ん
で
い
る
。 

 

弘
安
元
年
百
首
歌
た
て
ま
つ
り
け
る
時 

藤
原
為
顕 

東
路
の
お
く
て
の
山
田
か
り
に
の
み
思
ひ
し
い
ほ
も
す
み
な
れ
に
け
り 

（『
新
千
載
集
』
二
〇
六
五
／
二
〇
六
四
） 

 
 「

東
路
の
お
く
て
」
と
は
ど
こ
か
。「
東
路
の
奥
」
と
共
に
詠
み
込
ま
れ
る
地

名
は
主
に
白
河
の
関
で
あ
る
が

49
、
紀
友
則
の
歌
と
そ
れ
を
踏
ま
え
た
『
更
級

日
記
』
の
冒
頭
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。 

 

あ
づ
ま
ぢ
の
み
ち
の
お
く
な
る
ひ
た
ち
お
び
の
か
ご
と
ば
か
り
も
あ
ひ
み

て
し
か
な 

（「
古
今
和
歌
六
帖
」
第
五 

三
三
六
〇
） 

 東
路
の
道
の
果
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
方
に
生
ひ
出
で
た
る
人
（『
更
級
日
記
』） 

 

も
し
為
顕
の
歌
が
『
更
級
日
記
』
を
念
頭
に
し
た
も
の
な
ら
ば
、
孝
標
女
が

滞
在
し
た
上
総
国
に
彼
も
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。 

弘
安
元
年
十
二
月
二
十
七
日
に
は
『
続
拾
遺
和
歌
集
』
が
奏
覧
さ
れ
た
が
、

為
氏
が
撰
者
と
な
っ
た
こ
の
歌
集
に
為
顕
は
入
集
し
な
か
っ
た
。同
年
十
二
月

に
為
顕
の
講
義
が
な
さ
れ
た
可
能
性
を
前
述
し
た
が
、こ
の
年
が
為
顕
に
と
っ

て
一
つ
の
画
期
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。 

為
顕
ら
の
関
東
下
向
に
よ
っ
て
上
総
国
山
辺
郡
の
存
在
が
注
目
さ
れ
、
そ
れ

を
利
用
し
て
古
今
集
注
や
伝
授
に
お
け
る
他
と
の
差
別
化
を
図
っ
た
の
が
為

顕
流
で
は
な
か
っ
た
か
。 

  六
．
弘
安
期
の
上
総
国
山
辺
郡 

 

最
後
に
、
弘
安
期
と
そ
れ
以
前
の
上
総
国
山
辺
郡
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

こ
の
こ
ろ
の
山
辺
郡
に
つ
い
て
定
か
な
史
料
は
少
な
い
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は

赤
橋
流
北
条
氏
に
関
す
る
伝
で
あ
る
。 

北
条
氏
は
、
鎌
倉
幕
府
二
代
執
権
北
条
義
時
の
三
男
で
あ
る
重
時
（
一
一
九

八
～
一
二
六
一
）
が
極
楽
寺
流
と
な
り
、
長
男
為
時
が
病
気
で
廃
嫡
と
な
っ
た

後
に
、
次
男
長
時
（
一
二
三
〇
～
一
二
六
四
）
に
嫡
男
と
な
っ
て
赤
橋
流
を
名

乗
っ
た
。
東
金
で
は
、
こ
の
長
時
が
総
州
守
護
と
な
り
、
現
東
金
市
松
之
郷
に

久
我
城
を
築
き
、
同
夢
山
願
成
就
寺
を
建
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

松
之
郷
ニ

有
二

古
賀[

或
作
二

久
我
一]

）
館
址
一

。
古
傳
ニ

云
ク

。
北
条
長
時
・
同

久
時
・
同
守
時
ノ

三
世
、
為

リ 二

上
総
ノ

守
護
職
一

。
建
長
元
年
、
築
城
シ
テ

而
居
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リ レ

之
ニ

、（…

中
略…

）
。
城
址
之
北
ニ

有
リ 二

古
刹
一

。
號

ス 二

同
夢
山
願
成
就
寺
一

。

[
古
為
二

禅
宗
一

。]

境
内
ニ

有
リ 一

古
石
塔
三
基
一

。
土
人
傳
ヘ
テ

稱
ス 二

三
介
ノ

墓
ト 一

。
50 

 

同
寺
の
過
去
帳
に
記
さ
れ
た
縁
起
に
は
、
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
五
月
二

十
九
日
に
、
久
時
を
大
檀
那
と
し
て
建
立
さ
れ
た
と
も
あ
る
ら
し
い

51
。 

こ
れ
ら
東
金
と
北
条
氏
と
の
か
か
わ
り
は
同
時
代
資
料
が
少
な
く
、
不
確
か

な
伝
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
桃
崎
祐
輔
氏
が
願
成
就
寺
（
院
と
も
）
と
そ

の
周
辺
を
中
心
に
資
料
を
収
集
し
、
⑴
願
成
寺
の
栄
眞
止
住
と
極
楽
寺
と
の
関

係
、
⑵
伝
願
成
寺
旧
鐘
銘
と
そ
の
意
義
、
⑶
願
成
寺
の
創
建
伝
承
と
北
条
長
時
、

⑷
浄
光
明
寺
領
の
展
開
と
願
成
寺
、
⑸
『
三
国
伝
記
』
と
願
成
寺
の
禅
宗
化
、

⑹
七
里
法
華
の
展
開
と
願
成
寺
の
法
華
改
宗
、
の
六
点
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
た

う
え
で
、
こ
れ
ま
で
の
伝
を
概
ね
事
実
と
考
え
て
い
る

52
。
資
料
の
引
用
は
同

氏
論
文
に
ゆ
だ
ね
る
と
し
て
、
そ
の
結
語
か
ら
本
論
に
関
係
す
る
箇
所
を
引
用

し
て
お
き
た
い
。 

 
 願

成
寺
は
そ
の
寺
号
か
ら
み
て
北
条
時
政
ゆ
か
り
の
韮
山
願
成
就
院
に
倣

い
、
阿
弥
陀
如
来
を
本
尊
と
す
る
寺
院
と
し
て
開
山
し
た
と
考
え
ら
れ
、
北

条
長
時
を
檀
越
と
す
る
浄
土
宗
諸
行
本
願
義
浄
明
光
寺
の
末
寺
と
し
て
康

元
元
年
～
文
永
元
年
（
一
二
五
六
～
六
四
）頃
に
開
基
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

そ
し
て
、
一
二
七
七
年
頃
？
円
眞
房
栄
眞
が
請
ぜ
ら
れ
て
鎌
倉
極
楽
寺
末
の

西
大
寺
流
真
言
律
寺
と
な
り
、
弘
安
年
間
（
一
二
八
〇
～
八
七
）
以
降
は
北

条
久
時
の
外
護
を
受
け
、
鎮
守
社
と
し
て
若
宮
八
幡
宮
が
勧
請
さ
れ
供
僧
を

勤
仕
さ
せ
る
と
と
も
に
、
永
仁
二
年
（
一
二
九
四
）
以
前
に
釈
迦
堂
も
建
設

さ
れ
た

53
。 

 

桃
崎
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
四
世
紀
に
お
い
て
願
成
寺
周
辺
地

域
が
浄
明
光
寺
領
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
文
書
が
散
見
さ
れ
る
。浄
明
光
寺
は
、

建
長
三
年
（
一
二
五
一
）、
長
時
の
創
建
に
成
り
、
久
時
が
浄
明
光
寺
で
没
し

て
お
り
、
そ
の
時
点
か
ら
山
辺
郡
と
の
何
等
か
の
関
係
が
生
じ
て
い
た
可
能
性

が
考
え
ら
れ
る

54
。 

一
方
、
重
時
、
長
時
、
久
時
は
、
歌
人
と
し
て
の
事
績
が
あ
り
、
勅
撰
集
に

も
入
集
し
て
い
る

55
。
彼
ら
は
、
山
辺
郡
の
存
在
を
歌
壇
に
意
識
さ
せ
る
存
在

と
な
り
え
た
だ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
、
久
時
や
長
時
と
、
為
顕
及
び
古
今
集
注

と
の
直
接
的
関
係
を
示
す
資
料
は
管
見
に
入
っ
て
い
な
い
が
、
重
時
の
孫
に
あ

た
る
戸
次
時
親
の
例
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。 

時
親
は
、
重
時
の
娘

56 

と
戸
次
重
秀
と
の
間
の
子
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

『
系
図
纂
要
』
に
は
、
重
秀
に
つ
い
て｢

以
赤
橋
重
時
縁
坐
服
近
北
条
氏｣

、
時

親
に
つ
い
て
「
母
赤
橋
相
模
守
重
時
女
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

井
上
氏
は
、
文
永
三
年
（
一
二
六
七
）
十
一
月
、「
大
友
太
郎
時
親
」
が
為

顕
か
ら
『
口
伝
抄 

為
家
』
を
授
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た

57
。
こ
れ

に
つ
い
て
川
添
昭
二
氏
は
、
入
江
家
蔵
本
「
大
友
戸
次
氏
系
図
」

58 

の
時
親

に
「
太
郎
、
法
名
道
恵
、
相
模
守
時
宗
加
元
服
、
正
応
三
年
四
月
三
日
於
箱
崎

執
行
所
死
去
畢
」
と
割
注
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
友
太
郎
時
親
が
豊
後
大
友
氏

庶
流
戸
次
時
親
で
は
な
い
か
と
し

59
、
井
上
氏
も
蓋
然
性
が
高
い
と
認
め
て
い

る
60
。
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
九
月
、
豊
後
国
図
田
帳
の
平
林
本
に
も
二
か

所
「
戸
次
太
郎
時
親
法
師
、
法
名
道
恵
」「
戸
次
太
郎
時
親
〈
法
師
法
名
道
恵
〉」
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と
見
え
る
（
一
か
所
は
「
道
念
」）

61
。 

上
総
国
山
辺
郡
を
め
ぐ
っ
て
、
極
楽
流
赤
橋
流
北
条
氏
と
古
今
集
秘
伝
と
の

関
係
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

  七
．
ま
と
め
と
課
題 

 

東
金
市
田
中
に
赤
人
塚
と
称
さ
れ
る
旧
跡
を
め
ぐ
っ
て
、
古
今
集
の
古
注
釈

や
秘
伝
の
う
ち
為
顕
流
の
書
に
は
、
赤
人
を
上
総
国
山
辺
郡
（
現
在
の
東
金
市

を
含
む
一
帯
）
の
出
身
と
す
る
説
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。 

そ
れ
は
二
つ
に
大
別
で
き
る
。
一
つ
は
、
「
古
今
和
歌
集
序
聞
書
三
流
抄
」

あ
る
い
は
能
基
『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
』
と
称
さ
れ
る
一
群
の
書
で
、
こ
れ
ら

で
は
赤
人
が
大
和
国
の
山
辺
郡
で
は
な
く
、上
総
国
山
辺
郡
の
出
で
あ
る
と
す

る
。
も
う
一
つ
は
、『
金
玉
双
義
』
な
ど
に
掲
載
さ
れ
る
自
性
論
で
あ
る
。
こ

れ
ら
で
は
、柿
本
人
麻
呂
が
大
臣
の
娘
を
犯
し
た
罪
に
よ
っ
て
上
総
国
山
辺
郡

に
配
流
さ
れ
た
こ
と
と
、
万
葉
集
選
者
任
命
に
伴
っ
て
、
山
辺
赤
人
と
改
名
の

う
え
上
洛
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。 

こ
れ
ら
の
資
料
を
精
査
し
、
ま
ず
、
赤
人
上
総
出
身
説
が
為
顕―

能
基
系
の

古
今
集
注
を
起
点
に
弘
安
期
に
生
成
し
た
可
能
性
を
示
し
た
。
為
顕
ら
の
東
下

り
に
よ
る
上
総
国
山
辺
郡
の
〝
再
発
見
〟
を
も
と
に
、為
顕―

能
基
系
が
他
流

の
説
と
の
差
別
化
の
一
つ
と
し
て
こ
の
説
を
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
秘
伝
の
書
に
お
け
る
人
丸
の
上
総
国
配
流
と
赤
人
へ
の

改
名
説
は
、
人
麻
呂
が
石
見
国
戸
田
郡
の
柿
木
の
下
に
化
現
し
た
こ
と
（
い
わ

ゆ
る
樹
下
誕
生
譚
の
型
）
と
セ
ッ
ト
で
語
ら
れ
て
い
る
が
、
同
じ
為
顕
流
で
も

『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
』
で
は
秘
伝
と
ほ
ぼ
同
じ
樹
下
誕
生
譚
が
見
え
る
一
方
、

場
所
を
大
和
国
豊
国
と
す
る
説
に
も
言
及
し
て
お
り
、
ま
た
、
赤
人
に
つ
い
て

は
人
丸
同
一
人
物
説
を
と
っ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、『
古
今
和
歌
集
序
聞
書
』

成
立
の
頃
に
は
ま
だ
、
人
丸
の
上
総
国
配
流
と
改
名
に
よ
っ
て
、
人
丸
と
赤
人

を
同
一
人
物
す
る
説
が
確
た
る
も
の
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
の
で
あ
る
。 

一
方
、
東
金
市
周
辺
に
は
、
文
永
～
弘
安
期
の
こ
と
と
し
て
、
北
条
長
時
・

久
時
に
よ
る
築
城
・
寺
院
建
立
の
伝
が
あ
る
。
長
時
・
久
時
と
為
顕
、
古
今
集

注
と
の
直
接
的
関
係
は
見
い
だ
せ
て
い
な
い
が
、
あ
る
い
は
長
時
・
久
時
か
ら

も
た
ら
さ
れ
た
情
報
に
よ
っ
て
、歌
人
の
間
で
上
総
国
山
辺
郡
が
話
題
に
な
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
関
東
に
お
け
る
有
力
者
で
あ
る
北
条
氏
に
ア
ピ
ー

ル
す
る
意
図
で
、赤
人
上
総
国
山
辺
郡
出
身
説
が
古
注
に
導
入
さ
れ
た
と
も
考

え
ら
れ
る
。 

以
上
、
推
測
の
域
を
出
な
い
部
分
も
多
く
、
批
正
を
乞
う
。
な
お
、
地
誌
類

に
示
さ
れ
た
伝
承
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。 
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 【
注
】 

 1 

短
歌
新
聞
社 

一
九
九
三
年
四
月
。 

2 

東
京
文
芸
館 
二
〇
〇
三
年
九
月
。
注
１
著
書
を
修
正
加
筆
し
た
も
の
。 

3
『
房
総
の
郷
土
史
』
四 

一
九
七
六
年
。 

4 

西
山
氏
は
少
な
く
と
も
『
人
丸
秘
密
抄
』
を
梅
原
著
書
及
び
阿
部
論
文
か
ら
孫
引

き
し
て
い
る
こ
と
を
断
っ
て
い
る
。
『
詞
林
采
葉
集
』
『
毘
沙
門
堂
古
今
集
註
』
に

つ
い
て
も
引
用
元
に
関
す
る
注
が
な
い
。
ま
た
、
註
９
は
本
文
に
当
該
箇
所
が
示

さ
れ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
も
出
典
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。 

5
「
飛
鳥
井
家
古
今
抄
云
（
フ
）
、
上
総
国
山
辺
郡
人
也
。
」
（
宝
珠
山
法
光
寺
蔵
「
上

総
山
辺
郡
田
中
村
赤
人
塚
縁
起
」
享
保
十
四
年
〈
一
七
二
九
〉
年
七
月
書
写
か
）
。

安
川
柳
渓
『
南
総
各
地
見
聞
筆
記
』（
東
金
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
東
金
市
史 

史

料
編
三
』
東
金
市
役
所 

一
九
八
〇
年
二
月 

一
二
二
〇
～
一
二
二
二
頁
）
に
載

る
。 

6 

片
桐
洋
一
『
中
世
古
今
集
注
釈
書
解
題
四
』
赤
尾
照
文
堂 

一
九
八
四
年
六
月 

二

一
～
二
二
頁
。 

7
『
歌
学
秘
伝
史
の
研
究
』
風
間
書
房 

二
〇
一
七
年
一
一
月 

五
〇
～
五
一
頁
。 

8 

立
野
良
道
「
上
総
総
論
」
流
寓
（
改
訂
房
総
叢
書
刊
行
会
編
『
改
訂
房
総
叢
書
』

第
二
輯 

改
訂
房
総
叢
書
刊
行
会 

三
二
五
頁
）。 

9
『
歌
学
秘
伝
の
研
究
』
風
間
書
房 

一
九
九
四
年
三
月 

一
四
四
頁
。 

10 

歌
注
の
み
。
三
輪
氏
は
、
関
連
す
る
書
に
よ
り
、
能
基
の
一
連
の
活
動
と
み
な
し

て
い
る
。 

11 

前
掲
注
９ 

一
四
五
頁
～
一
四
七
頁
。
四
八
六
～
五
〇
〇
頁
に
翻
刻
。 

12 

前
掲
注
９ 

一
四
七
頁
。 

13
『
中
世
歌
壇
と
歌
人
伝
の
研
究
』
笠
間
書
院 

五
〇
頁 

14 

赤
尾
照
文
堂 

一
九
七
一
年
一
〇
月
～
一
九
八
七
年
六
月
。
以
下
、『
解
題
』
と
略
す
。 

15 

前
掲
注
９
。 

16 

前
掲
注
７
。 

17 

勉
誠
出
版 

二
〇
一
八
年
三
月
。 

18 

勉
誠
出
版 

二
〇
〇
七
年
二
月
。 

19 

川
上
新
一
郎
・
佐
々
木
孝
浩
・
伊
倉
史
人
・
山
本
令
子
・
石
神
秀
美
「
古
今
和
歌

集
注
釈
書
・
伝
授
書
年
表
（
稿
）
」
『
斯
道
文
庫
論
集
』
四
七 

二
〇
一
二
年 

四

五
四
～
三
三
〇
頁
。 

20
『
日
本
歌
学
大
系
』
第
四
巻 

風
間
書
房 

一
九
五
六
年 

三
五
三
頁
。 

21 

前
掲
注
20 

五
三
頁
。 

22 

前
掲
注
９ 

四
七
五
～
四
七
六
頁
。
小
川
豊
生
編
集
『
日
本
古
典
偽
書
叢
刊 

第

一
巻 

和
歌
古
今
灌
頂
巻 

玉
伝
深
秘
巻 

伊
勢
物
語
髄
脳
』
現
代
思
潮
社 

二

〇
〇
五
年
一
月 

六
頁
。 

23
「
山
邊
宿
禰
赤
人
、
姓
氏
録
云
、
垂
仁
天
皇
後
也
。
裔
孫
正
六
位
上
山
邊
宿
禰
大
老

人
云
々[

已
上
敦
隆
作
万
葉
集
目
録
ニ
ア
リ]

」（
『
日
本
歌
学
大
系
』
別
巻
四 

一
九

八
〇
年
四
月 

一
五
二
頁
）
と
あ
る
。
同
書
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
寿
永
二
年
十
二

月
に
作
ら
れ
、
文
治
二
年
、
建
久
二
年
に
声
符
を
差
し
、
点
を
加
え
て
奉
っ
た
と

あ
る
。 

24 

前
掲
注
９ 

四
八
七
頁
、
四
九
三
頁 

25 

石
神
秀
晃
「
資
料
紹
介 

宮
内
庁
書
陵
部
蔵
「
金
玉
双
義
」
解
題
併
翻
刻 

上
」（『
三

田
國
文
』
一
五 
一
九
九
一
年
一
二
月 

三
七
～
五
二
頁
）
に
よ
る
。
宮
内
庁
書
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陵
部
本
は
、
新
古
典
籍
Ｄ
Ｂ
に
よ
り
確
認
。 

26 
宮
内
庁
書
陵
部
本
の
表
紙
、
国
文
学
研
究
資
料
館
初
雁
文
庫
本
の
外
題
。 

27 

前
掲
注
９ 

四
九
九
頁
。 

28
「
玉
伝
深
秘
巻
解
題
稿
」
『
斯
道
文
庫
論
集
』
二
六 

一
九
九
一
年
三
月 

二
〇
九

～
二
六
四
頁
。 

29 

前
掲
注
25 

四
二
頁
。 

30
『
解
題
五
』
五
五
九
～
五
六
〇
頁 

31 

冷
泉
為
相
の
蔵
書
目
録
か
。
『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
』
四
〇
所
収
。 

32
『
解
題
五
』
二
三
一
～
二
三
二
頁
。 

33 

石
神
氏
が
『
玉
伝
深
秘
巻
』
諸
本
の
小
細
目
を
整
理
し
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
（
前

掲
注
28
）
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
二
類
第
三
系
ロ
に
分
類
さ
れ
た
三
つ
の
本
に
は
、

三
つ
の
縁
起
の
う
ち
赤
人
縁
起
に
相
当
す
る
説
が
な
い
。
こ
の
こ
と
も
第
一
類
と

第
二
類
の
人
丸
赤
人
伝
が
並
行
し
て
存
在
し
た
異
伝
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

34
『
解
題
五
』
一
八
四
～
二
〇
五
頁
に
論
考
、
四
八
五
～
五
一
九
頁
に
翻
刻
。
「
五
種

人
磨
事
」
は
五
〇
二
～
五
〇
三
頁
。 

35 

片
桐
「
古
今
和
歌
集
灌
頂
口
伝
（
上
）―

解
題
・
本
文
・
注
釈―

」『
女
子
大
文
学

（
国
文
篇
）
』
三
六 

一
九
八
五
年
三
月
、
青
木
・
生
沢
・
鳥
井
「
古
今
和
歌
集
灌

頂
口
伝
（
下
）―

解
題
・
本
文
・
注
釈―

」『
女
子
大
文
学
（
国
文
篇
）』
三
七 

一

九
八
六
年
三
月
。 

36
「
君
が
代
の…

」
は
、
他
書
に
も
み
え
る
が
、
第
四
句
に
次
の
よ
う
な
小
異
が
あ
る
。

『
伊
勢
物
語
愚
見
抄
』
に
「
神
ぞ
植
ゑ
け
る
」
、『
詞
花
集
』
第
五
・
賀
一
七
〇
番
歌

及
び
『
栄
花
物
語
』
巻
三
八
・
松
の
し
づ
え
等
に
は
「
か
み
も
う
ゑ
け
む
」。 

37 

前
掲
注
19 

四
四
八
頁
。 

38 

前
掲
注
19 

二
〇
一
二
年 

四
四
〇
頁 

39
『
解
題
二
』
二
七
三
頁
。 

40 

前
掲
注
９ 

一
三
九
～
一
四
五
頁 

41 

前
掲
注
18
。 

42 

西
下
経
一
「
古
今
和
歌
集
研
究
史
」（『
国
語
と
国
文
学
』
一
一
（
四
） 

一
九
三
四

年
四
月 

三
五
七
頁
）
に
基
づ
く
。
根
拠
は
不
明
。
前
掲
注
９ 

一
二
四
頁
。 

43
『
解
題
二
』
二
九
頁
。 

44
『
解
題
二
』
二
六
九
～
二
七
二
頁
。
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。 

45 

明
治
書
院 

改
訂
新
版 

一
九
八
七
年
五
月 

五
～
一
六
頁
。 

46 

前
掲
注
13 

四
三
～
六
四
頁
。 

47 

前
掲
注
13 

四
九
頁
。 

48 

小
林
強
「
弘
安
百
首
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
（
『
解
釈
』
七
八
九
・
六 

一
九
八

九
年
六
月
）、
同
「
弘
安
百
首
佚
文
集
成
稿
」（『
中
世
文
芸
論
稿
』
一
二 

一
九
八

九
年
三
月
）
に
収
集
さ
れ
た
為
顕
詠
は
二
一
首
で
あ
る
。 

49
「
あ
づ
ま
ぢ
の
道
の
お
く
な
る
し
ら
川
の
せ
き
あ
へ
ぬ
袖
を
も
る
涙
か
な
」（『
金
槐

集
』
恋
部 

四
七
二
）
、
「
都
よ
り
初
雪
寒
し
東
路
や
み
ち
の
奥
な
る
し
ら
河
の
せ

き
」（「
最
勝
四
天
王
院
和
歌
」
具
親 

四
〇
九
）
な
ど
。 

50
『
房
総
叢
書
』
第
四
輯
「
上
総
国
誌
」
三
七
一
頁
。 

51 
松
之
郷
区
誌
編
纂
委
員
会
編
『
松
之
郷
区
誌 

史
料
篇 

ふ
る
さ
と
の
宗
教
と
文
化
』

一
九
九
六
年
四
月 

一
六
六
頁
。 

52
「
総
州
願
成
寺
の
探
索―

房
総
に
お
け
る
西
大
寺
流
真
言
律
寺
院
の
沿
革
小
考―

」

『
六
浦
文
化
研
究
』
八 

一
九
九
八
年
一
二
月 

五
四
～
七
五
頁
。 
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53 
前
掲
注
52 

七
三
頁
。 

54 
長
時
は
、
重
時
の
遺
志
を
継
い
で
鎌
倉
の
極
楽
寺
を
完
成
さ
せ
た
が
、
東
金
市
に

は
極
楽
寺
と
い
う
地
名
が
残
さ
れ
て
い
る
。 

55 

鈴
木
宏
美
「
北
条
氏
と
和
歌
」
北
条
氏
研
究
会
編
『
北
条
時
宗
の
時
代
』
八
木
書

店 

二
〇
〇
八
年
五
月
。
な
お
、
久
時
の
父
、
義
宗
は
和
歌
の
実
績
が
ほ
と
ん
ど

な
い
。 

56 

戸
次
重
秀
の
注
に
「
後
室
中
村
禅
尼
玲
阿 

是
永
仁
四
年
七
月
二
十
六
日
逝
去
」

（
群
書
系
図
部
集
第
四
〕
） 

『
大
日
本
史
料
第
五
之
二
十
二
』
宝
治
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Consideration of Anecdotal Evidence Akahito was from the 
Yamabe District of Kazusa Province in Commentaries and 
Mysteries Related to the Tameakira-ryu Kokin Waka Shu 

 
Miyako Okada 

 
 

Abstract 

With the Akahitotsuka mound in Tanaka and Togane as a contributing background factor, this study 

found anecdotal evidence that Akahito was from the Yamabe District of Kazusa Province that is found 

in commentary and mysteries related to the Tameaki-ryu Kokin Waka Shu. 

In Tameaki-ryu text, the evidence that Akahito was from the Yamabe District of Kazusa Province 

(now the location of the city of Togane) can be divided into two major pieces of information. The first 

is from Kokin Waka Shu Jo Kikigaki, an ancient commentary on the Kokin Waka Shu, which states 

that Akahito came to Tokyo from the Yamabe District of Kazusa Province and not from the Yamabe 

District of Yamato Province. The second is from the book of secrets for the Kanjo ordination, a type of 

Buddhist initiation ceremony, and it is an identity theory proposing that Kakinomoto no Hitomaro 

(often written as Hitomaru) was exiled to the Yamabe District of Kazusa Province for the crime of 

raping the daughter of Daijin, then changed his name to Yamabe no Akahito when he was appointed as 

the editor of the Manyoshu. Upon closer investigation, the theory of Akahito being from the Yamabe 

District of Kazusa Province originates long ago during the Kouan era, and the identity theory is 

thought to have come after. On the other hand, there are legends about castle and temple construction 

by Hojo Nagatoki and Hisatoki in the Togane city area. Putting this information together, it’s possible 

that the theory of Akahito being from the Yamabe District of Kazusa Province arose due to Tameaki 

living in Kanto during the Kouan era combined with the presence of Nagatoki and Hisatoki, who were 

also poets, in the surroundings. 

 

Keywords: Hitomaru and Akahito, Yamabe District of Kazusa Province,  

 Old Commentaries on Kokin-shu, Tameakira-ryu, Hojo Hisatoki 

 


